
昭和三十三年厚生省令第五十三号

国民健康保険法施行規則

国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第六条第八号、第九条第一項、第三項及び第四項（第二十二条及び国民健康保険法施

行法（昭和三十三年法律第百九十三号）第三十九条及び第四十五条第二項において準用する場合を含む。）、第十八条第十一号、第三十二条

第二項（第八十六条において準用する場合を含む。）、第三十七条第三項ただし書、第三十九条第三項ただし書、第九十条及び第百二十条、

国民健康保険法施行法第二十四条第二号並びに国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）第二十七条の規定に基き、並び

にこれらの法律を実施するため、国民健康保険法施行規則を次のように定める。
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附則

第一章　都道府県及び市町村

（法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者）

第一条　国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。）第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、

次に掲げる者とする。

一　日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の四十五に規定する外国人住民以外の

もの（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。）に定める在留資格を有する者であつて

既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。）

二　日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法

務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病

若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの（前

号に該当する者を除く。）

三　日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法

務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの（十八歳以

上の者に限り、第一号に該当する者を除く。）

四　日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入

管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養

その他これらに類似する活動を行うもの（第一号及び前号に該当する者を除く。）

五　その他特別の事由がある者で条例で定めるもの

（都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出）

第二条　都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十

四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村（特別区を含む。以下同じ。）に提出しなければなら

ない。

一　被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号（以下「個人番号」という。）、世帯主との続柄、現住所、従前の住

所及び職業

二　資格取得の年月日及びその理由

三　その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する

被保険者記号・番号（その者に係る被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格

証明書の被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。）及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者が

ない場合にあつては、その旨

四　都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者（当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日におい

て、国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。）第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定

同一世帯所属者（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属

者」という。）が属する世帯の世帯主であつた者に限る。）と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有す

るに至つた場合には、その旨

五　被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するも

のである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動

六　都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつ

た場合には、その旨

七　個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期

２　前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書

類（以下「特定同一世帯所属者証明書」という。）を提示して行わなければならない。

３　第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則（昭和五十六年法務省令第五十四号）第七条第二

項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。

（法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出）

第三条　法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、

十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項（被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。）を記載した届書を、当該

世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
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（同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出）

第四条　被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被

保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

一　被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業

二　市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日

三　その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る被保険者記号・番号及び個人番号、その世帯に被保険者の資

格を取得している者がない場合にあつては、その旨

四　市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者（当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、

特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。）と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を

有するに至つた場合には、その旨

五　日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨

及び本邦において行うことができる活動

六　市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯

主に変更があつた場合には、その旨

七　個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期

２　前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わ

なければならない。

３　第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式

による指定書を提示して行わなければならない。

（市町村による被保険者情報の登録）

第四条の二　市町村は、法第百十三条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第二条第一項、第三条又は前条第

一項の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）に提供

するものとする。

（修学中の者に関する届出）

第五条　被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に

掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一　被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つた年月日

二　被保険者の氏名、住所及び個人番号

三　修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年

四　被保険者記号・番号

２　被保険者が法第百十六条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事

項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

（病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出）

第五条の二　被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受け

るに至つた際現に入院等（同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。）をしている病院等（同条第一項に規定する

病院等をいう。以下この項において同じ。）から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次

住所を変更（以下この項において「継続住所変更」という。）したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主

及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載

した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一　被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日

二　被保険者の氏名、住所及び個人番号

三　入院、入所又は入居中の病院等の名称

四　被保険者記号・番号

２　被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十

四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなけれ

ばならない。ただし、法第九条第九項の規定の適用があるときは、この限りでない。

第五条の三　削除

（障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出）

第五条の四　四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）第十一条第一項の規定の適用を受け

るに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有す

る市町村に提出しなければならない。

一　被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つた年月日

二　被保険者の氏名、住所及び個人番号

三　入所又は入院中の施設の名称

四　被保険者記号・番号

２　四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十

四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなけれ

ばならない。

（法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付）

第五条の五　法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

一　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に

係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項（同法第二十

四条の二十四第三項において適用する場合を含む。）の障害児入所医療費の支給

二　予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第十六条第一項第一号又は第二項第一号（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成

二十四年法律第三十一号）第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同

じ。）の医療費の支給
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三　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五十八条第一項の自立支援医療

費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

四　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医

療に関する給付

五　削除

六　麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する

給付

七　母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

八　独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第百九十二号）第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費

の支給

九　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第三十七条第一項（同法第四十四条の九第一

項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。）、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項（同法第四

十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。）の規定により費用の負担が行われる医療に関する

給付

九の二　石綿による健康被害の救済に関する法律（平成十八年法律第四号）第四条第一項の医療費の支給

九の三　新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法（平成二十一年法律第九十八号）第四条第一号の医療費

の支給

九の四　特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法（平成二十三年法律第百二十六号）第十二条第一項の定期検査

費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給

九の五　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第五十号）第五条第一項の特定医療費の支給

十　沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和四十七年政令第百八号）第三条又は第四条の医療費の支給

十一　令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給

十二　前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

（法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間）

第五条の六　法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

（保険料の滞納に係る被保険者証の返還）

第五条の七　市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し被保険者証の返還を求め

るに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

一　法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求める旨

二　被保険者証の返還先及び返還期限

２　市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係

る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての被保険者（法第九条第三項に規定する原爆

一般疾病医療費の支給等（以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。）を受けることができる者を除く。）に係る被保険者証が返還さ

れたものとみなすことができる。

（特別の事情に関する届出）

第五条の八　世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、令第一条に定める特別の事情があるときは、直

ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

一　世帯主の氏名、住所及び個人番号

二　保険料（地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並

びに第三十二条の三第二号において同じ。）を納付することができない理由

三　被保険者記号・番号

２　世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二に定める特別の事情（世帯主が滞納している保険料に

つきその額が著しく減少したことを除く。）があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有す

る市町村に提出しなければならない。

３　市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

（原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出）

第五条の九　世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等

を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

一　原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号

二　その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称

三　被保険者記号・番号

２　世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受ける

ことができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならな

い。

一　原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号

二　その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称

三　被保険者記号・番号

３　前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければな

らない。

４　市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略さ

せることができる。

（被保険者証及び被保険者資格証明書の交付）

第六条　市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第一号（当該被保険者が法第

四十二条第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第一号又は様式第一号の二の二。以下この条において同

じ。）による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごと

に作成するものとする。

２　市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主（当該市町村の区域内に住

所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。）に対し、その世帯
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に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第一号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保

険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被

保険者証及び様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。

（被保険者証の再交付及び返還）

第七条　世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載し

た申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類（当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限

る。）を提示して、その再交付を申請しなければならない。

一　次に掲げる事項

イ　被保険者の氏名及び生年月日

ロ　被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号

ハ　再交付申請の理由

二　世帯主の氏名及び生年月日又は住所（以下この条において「個人識別事項」という。）が記載された書類であつて、次のいずれかに

該当するもの

イ　個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カー

ドをいう。以下同じ。）又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則（平成二十六年内閣

府・総務省令第三号）第一条第一号に掲げる書類

ロ　イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書

類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを

確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの

ハ　イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行さ

れ、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の

書類

２　被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

３　世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を当該世帯主が住所を

有する市町村に返還しなければならない。

４　世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有

する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハま

でのいずれかに該当するもの（当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。）を提示して、その再交付を申請しなければ

ならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、

当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をするこ

とを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

一　世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類

二　世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状

三　前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の

世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類

５　前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又

は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。

（被保険者証の検認又は更新）

第七条の二　市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。

２　世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを

当該市町村に提出しなければならない。

３　市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認

し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、法第九条第三項又は第四項の規定により市町村が当該世帯主に対し

被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。

４　第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

（法第九条第十項の厚生労働省令で定める要件）

第七条の二の二　法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第九十六条第一

項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。

（法第九条第十項の厚生労働省令で定める者）

第七条の二の三　法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一　市町村が、法第九条第十項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得

した者

二　日本の国籍を有しない被保険者であつて、有効期間内に在留期間が満了する者

三　有効期間内に七十五歳に到達することにより、法第六条第八号に該当する者

（法第九条第十一項の厚生労働省令で定める者）

第七条の二の四　法第九条第十一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一　有効期間内に被保険者の資格を取得した者

二　法第九条第十項の規定により国民年金法の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付す

る場合であつて、当該保険料を滞納している被保険者、同法第八十八条第二項及び第三項の規定により当該被保険者の保険料を納付す

る義務を負う世帯主及び配偶者（第七条の二の二に規定する要件に該当する者に限る。）以外の者

三　前条第二号又は第三号に該当する者

（通知の権限の引継ぎ等）

第七条の二の五　法第九条第十三項において準用する国民年金法（次項において「準用国民年金法」という。）第百九条の四第三項の規定

により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構（次項において「機構」という。）は、次に掲げ

る事項を行わなければならない。

一　通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二　通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
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三　その他必要な事項

２　準用国民年金法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚

生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一　通知の権限を機構に引き継ぐこと。

二　通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

（準用規定）

第七条の三　第七条及び第七条の二の規定（第七条の二第三項ただし書を除く。）は、被保険者資格証明書について準用する。

（高齢受給者証の交付等）

第七条の四　市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主（当該市町村の区域内

に住所を有する世帯主に限る。）に対し、当該被保険者に係る様式第一号の二の二による被保険者証を交付した場合を除き、様式第一号

の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証（以下「高齢受給者証」という。）を、有効期限を定めて交付しなければ

ならない。

２　前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証

を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

一　高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。

二　当該市町村から法第九条第三項又は第四項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。

３　第七条の二（第三項ただし書を除く。）の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。

４　世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書

を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類（当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に

限る。）を提示して、その再交付を申請しなければならない。

一　被保険者の氏名及び生年月日

二　被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号

三　再交付申請の理由

５　高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。

６　第七条第四項及び第五項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。

７　世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が

住所を有する市町村に返還しなければならない。

（被保険者の氏名変更の届出）

第八条　被保険者（被保険者でない世帯主を含む。）の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した

届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一　変更前及び変更後の氏名

二　被保険者の個人番号

三　被保険者記号・番号

（市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出）

第九条　被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内

に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

一　被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所

二　変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日

三　被保険者記号・番号

（市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出）

第十条　世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に

提出しなければならない。

一　変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

二　世帯主の個人番号

三　被保険者記号・番号

（世帯主の変更の届出）

第十条の二　世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有

する市町村に提出しなければならない。

一　変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号

二　世帯主の変更の年月日及びその理由

三　被保険者記号・番号

四　市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者（当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、

特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。）と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を

有するに至つた場合には、その旨

２　前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。

（被保険者の個人番号変更の届出）

第十条の三　被保険者（被保険者でない世帯主を含む。）の個人番号に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を

記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一　被保険者の氏名

二　変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日

三　被保険者記号・番号

（同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出）

第十一条　被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被

保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者

に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。

一　被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
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二　市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日

三　変更後の住所

四　被保険者記号・番号

（都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出）

第十二条　都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主

は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。

一　被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄

二　資格喪失の年月日及びその理由

三　変更後の住所

四　被保険者記号・番号

（特定同一世帯所属者証明書の交付）

第十二条の二　前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつ

た場合にあつては、当該市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証

明書を交付しなければならない。ただし、当該特定同一世帯所属者が当該世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでな

い。

（法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出）

第十三条　法第六条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主

は、十四日以内に、第十二条各号（第三号を除く。次項において同じ。）に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市

町村に提出しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、法第六条第八号又は第九号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村

は、第十二条各号に掲げる事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

第十四条　削除

（届書の記載事項等）

第十五条　第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住

所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。

２　前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。

３　第一項に規定する届書（第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九、第十条から第十条の三までの規定による届書を

除く。）には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。

（事業勘定及び直営診療施設勘定）

第十六条　令第二条に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国

民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付

費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてそ

の歳出とする。

２　令第二条に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、

財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、

予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。

第二章　国民健康保険組合

（設立認可の申請）

第十七条　法第十七条第一項の規定により国民健康保険組合（以下「組合」という。）の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次

の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

一　規約

二　事業計画書

三　初年度の収入支出の予算

四　保険料の算出基礎を示す書面

五　役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書

六　組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面

（規約の記載事項）

第十八条　法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　保険給付に関する事項

二　一部負担金に関する事項

（事業計画書）

第十九条　第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　事業開始の予定年月日

二　被保険者数

三　保険料

四　療養の給付の方法及び一部負担

五　療養の給付以外の保険給付の方法

六　保健事業

（準用規定）

第二十条　第二条第一項（第四号を除く。）、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条ま

で、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書

及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条の見出し 都道府県の区域内に住所を有するに至つた 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた

第二条第一項（第四号を除く。）都道府県の区域内に住所を有するに至つた 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた

その者の属する世帯の世帯主 当該組合員
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当該世帯主が住所を有する市町村（特別区を含む。以

下同じ。）

組合

第二条第一項第一号及び第六号 世帯主 組合員

第三条（見出しを含む。） 第六条各号 第六条各号（第十号を除く。）

世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

第四条の二（見出しを含む。） 市町村 組合

第二条第一項、第三条又は前条第一項 第二十条において読み替えて準用する第二条第一

項又は第三条

第五条及び第五条の四 世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

第五条の五（見出しを含む。）及

び第五条の六（見出しを含む。）

第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条

第三項

第五条の七第一項 市町村は 組合は

第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条

第三項

当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員

当該世帯主 当該組合員

第五条の七第一項第一号 第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条

第三項

第五条の七第二項 市町村は 組合は

第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条

第三項

当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員

第五条の八第一項 世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

第一条 第二十五条の二において読み替えて準用する令第

一条

当該市町村 当該組合

第五条の八第一項第一号 世帯主 組合員

第五条の八第二項 世帯主は 組合員は

第一条の二 第二十五条の二において読み替えて準用する令第

一条の二

（世帯主 （組合員

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

第五条の八第三項 市町村 組合

第五条の九第一項 世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

当該市町村 当該組合

第五条の九第二項 世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

第五条の九第四項 市町村 組合

第六条第一項 市町村は 組合は

当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員

様式第一号 様式第一号の二

様式第一号の二の二 様式第一号の二の三

第六条第二項 市町村は 組合は

第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条

第三項

世帯主（当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に

限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返

還されたものとみなされた世帯主を含む。）

組合員（第二十条において準用する第五条の七第

二項の規定により被保険者証が返還されたものと

みなされた組合員を含む。）

様式第一号 様式第一号の二

様式第一号の三 様式第一号の三の二

第七条第一項 世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

世帯主の 組合員の

当該世帯主が当該 当該組合員が当該

第七条第三項 世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

第七条第四項 世帯主以外 組合員以外

世帯主を 組合員を

当該世帯主が住所を有する市町村 組合
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世帯主の 組合員の

世帯主に 組合員に

第七条第五項 市町村 組合

世帯主 組合員

第七条の二第一項 市町村 組合

第七条の二第二項 世帯主 組合員

市町村 組合

第七条の二第三項 市町村は 組合は

当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員

世帯主に 組合員に

第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条

第三項

市町村が 組合が

第七条の二の二（見出しを含む。）

及び第七条の二の三（見出しを含

む。）

第九条第十項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条

第十項

第七条の二の三第一号 市町村 組合

第七条の二の四（見出しを含む。）第九条第十一項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条

第十一項

第七条の二の四第二号 第九条第十項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条

第十項

世帯主 組合員

第七条の四第一項 市町村は 組合は

世帯主（当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に

限る。）

組合員

様式第一号の二の二 様式第一号の二の三

様式第一号の四 様式第一号の四の二

様式第一号の五 様式第一号の五の二

第七条の四第二項 世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

第七条の四第二項第二号 市町村 組合

第九条第三項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条

第三項

第七条の四第四項及び第七項 世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

第八条 世帯主を 組合員を

世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

第九条（見出しを含む。）及び第

十条（見出しを含む。）

市町村の区域内 組合の地区内

世帯主 組合員

市町村に 組合に

第十条の三 世帯主を 組合員を

世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

第十二条（見出しを含む。） 都道府県の区域内 組合の地区内

世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有していた市町村 組合

第十二条第一号 世帯主 組合員

第十三条の見出し 第六条各号 第六条各号（第十号を除く。）

第十三条第一項 第六条各号 第六条各号（第十号を除く。）

世帯主は 組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村 組合

第十三条第二項 市町村 組合

（世帯主の変更の届出）

第二十条の二　組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに

規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないとき

は、この限りでない。

２　前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。

（組合会の議決の認可）

第二十一条　組合は、法第二十七条第二項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載し

た書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出

しなければならない。

一　組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書

二　保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面

三　借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
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四　準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面

（法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項）

第二十一条の二　法第二十七条第二項（法第八十六条において準用する場合を含む。）に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十

七条第一項第一号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の

変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第二号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。

（帳簿の備付）

第二十二条　組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。

（役員の変更の届出）

第二十三条　組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。

（解散認可の申請）

第二十四条　組合は、法第三十二条第二項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事

に提出しなければならない。

一　解散の理由を記載した書面

二　認可申請前一箇月以内に作成した財産目録

三　収支計算書

四　精算方法及び財産処分の方法

第三章　保険給付

（令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定）

第二十四条の二　令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規

定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年（当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々

年）における所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第三十六条第一項に規定する各種所得の金額（退職所得の金額（同法第三十条第二

項に規定する退職所得の金額をいう。）を除く。）の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

（令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請）

第二十四条の三　令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、

次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、当該市町村又は組合

において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

一　世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号

二　令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

三　被保険者記号・番号

（法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法）

第二十四条の四　法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報（保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次条において同じ。）

の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認

証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号）第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。）を送信する方法と

する。

（法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法）

第二十四条の五　法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方

法とする。

一　被保険者証を提出する方法

二　処方箋を提出する方法（保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。）

三　保険医療機関等（保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。）又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看

護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法

（当該者が当該保険医療機関等から療養（居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管

理及び指導に限る。）を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険

医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認（法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。）による確認を受けてか

ら継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。）

２　被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合（当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指

定訪問看護事業者において、電子的確認（市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同

じ。）を受けることができる場合を除く。）における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方

法とする。

（薬剤の受給手続）

第二十五条　被保険者は、法第三十六条第三項（法第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定に

より保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険

薬局に提出しなければならない。

（入院時食事療養費の支払）

第二十六条　被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条第三項の規定により

当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

（食事療養標準負担額の減額の対象者）

第二十六条の二　法第五十二条第二項に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）第

五十八条の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法

施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全て

について同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号

ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ

又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。

（食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定）

第二十六条の三　市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める

者（第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。）の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行
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規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法（大正十一年法律第七十号）第八十五条第二項に規定す

る厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組

合の認定（第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「認定」という。）を

行わなければならない。

２　市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定

める様式による食事療養標準負担額減額認定証（以下「食事療養減額認定証」という。）の交付を受けようとするものから申請書の提出

があつたときは、食事療養減額認定証を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。

一　市町村　様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証

二　組合　様式第一号の六の二による食事療養標準負担額減額認定証

３　認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により食事療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を

受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療

養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

一　食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなく

なつたとき。

二　食事療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から食事療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。

４　第七条の二（第三項ただし書を除く。）の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。

５　世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組

合に提出して、その再交付を申請しなければならない。

６　食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。

７　世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事

療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

８　認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項（第二十条において準用する場合を含む。）に規定する届書（第二条、第三条、第五条、

第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。）には、当該届出に係る被保険者証に

加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。

（食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認）

第二十六条の四　認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定す

る保険外併用療養費に係る療養（食事療養に限る。）を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を

受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五（第一項第三号を除く。）に規定する方法により被

保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき（当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受

けることができる場合を除く。）は、被保険者証に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。

（食事療養標準負担額の減額に関する特例）

第二十六条の五　市町村又は組合は、被保険者が、保険医療機関において、前条の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しな

い額の食事療養標準負担額を支払つた場合において、当該確認を受けなかつたことがやむを得ないものと市町村又は組合が認めるとき

は、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を

控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。

２　被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当

該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

一　食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号

二　食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地

三　食事療養について支払つた食事療養標準負担額

四　食事療養を受けた被保険者の入院期間

五　前条の認定を受けていることの確認を受けなかつた理由

六　被保険者記号・番号

３　前項の申請書には同項第三号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければなら

ない。ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

（入院時食事療養費に係る領収証）

第二十六条の六　保険医療機関は、法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養に

ついて被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

（入院時生活療養費の支払）

第二十六条の六の二　被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条の二第三項

において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該

保険医療機関に対して支払うものとする。

（生活療養標準負担額の減額の対象者）

第二十六条の六の三　法第五十二条の二第二項に規定する生活療養標準負担額についての健康保険法施行規則第六十二条の三の規定の適用

に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令（昭和三十三年

政令第三百六十二号）第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロ

に該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民

健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とある

のは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。

（生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等）

第二十六条の六の四　市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定

める者（第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。）の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法

施行規則第六十二条の三第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令

で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による市町村又は組合の認定

（第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条において「認定」という。）を行わなければならな

い。

２　市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定

める様式による生活療養標準負担額減額認定証（以下「生活療養減額認定証」という。）の交付を受けようとするものから申請書の提出
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があつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証

の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではな

い。

一　市町村　様式第一号の六の三による生活療養標準負担額減額認定証

二　組合　様式第一号の六の四による生活療養標準負担額減額認定証

３　認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により生活療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を

受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が

住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

一　生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者で

なくなつたとき。

二　生活療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から生活療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。

４　第七条の二（第三項ただし書を除く。）及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。

５　認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外

併用療養費に係る療養（生活療養に限る。）を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなけ

ればならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五（第一項第三号を除く。）に規定する方法により被保険者で

あることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき（当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けること

ができる場合を除く。）は、被保険者証に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。

６　第二十六条の五の規定は、保険医療機関において、前項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準

負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。

（入院時生活療養費に係る領収証）

第二十六条の六の五　保険医療機関は、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならな

い領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額

とを区分して記載しなければならない。

（保険外併用療養費の支払）

第二十六条の七　被保険者が、保険医療機関等について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十三条第三項におい

て準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医

療機関等に対して支払うものとする。

２　第二十六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。

（保険外併用療養費に係る領収証）

第二十六条の八　保険医療機関等は、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収

証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれない

ときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額と

その他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それ

ぞれ区分して記載しなければならない。

一　当該療養（食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。）につき算定した費用の額（その額が現に当該療養に要した費

用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。）からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給され

る額に相当する額を控除した額

二　当該食事療養に係る食事療養標準負担額

三　当該生活療養に係る生活療養標準負担額

（療養費の支給申請）

第二十七条　被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法第五十四条の三第三項若しくは第四項の規定により療養費

の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなけ

ればならない。

一　療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号

二　診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地

三　診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名

四　法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養

費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第三項又は第四項の規定により療養費の支

給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由

五　傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容

六　療養につき算定した費用の額

七　被保険者記号・番号

２　前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

３　前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

４　海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当（第二号において「海外療養」という。）について療養費の支給を受けようとするとき

は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

二　市町村又は組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

（訪問看護療養費の支給に関する基準）

第二十七条の二　市町村又は組合は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者（健康保険法施行

規則第六十七条の基準に適合しているものに限る。）であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーシ

ョン（同令第六十九条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。）から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りで

ない。

（訪問看護療養費の支払）

第二十七条の三　被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十四条の二第

五項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払う

ものとする。
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（訪問看護療養費に係る領収証）

第二十七条の四　指定訪問看護事業者は、法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係

る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第八十

号）第十三条第一項に規定する基本利用料と同条第二項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。

（特別療養費の支給申請）

第二十七条の五　被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとする

ときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

一　療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号

二　療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地

三　傷病名及び療養期間

四　療養につき算定した費用の額

２　前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

（特別療養費に係る療養に関する届出等）

第二十七条の六　保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被

保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。

一　当該保険医療機関等の名称及び所在地

二　療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年

三　傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容

四　療養につき算定した費用の額

五　保険者番号及び被保険者記号・番号

２　前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令（昭和五十一年厚生省令第三十六号）に定める診

療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。

３　第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。

４　市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する

特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第二項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定

方法及び法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定し

た費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。

第二十七条の七　指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受け

た被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。

一　当該訪問看護ステーションの名称及び所在地

二　療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年

三　当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名

四　訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数

五　訪問終了の状況及び死亡時刻

六　指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名

七　療養内容

八　療養につき算定した費用の額

九　保険者番号及び被保険者記号・番号

２　前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令（平成四年厚生省令第五号）に定める訪問看

護療養費明細書の様式の例によるものとする。

３　第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。

４　市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十

項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につ

き算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。

（準用規定）

第二十七条の八　第二十六条の八の規定は、法第五十四条の三第二項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければな

らない領収証について準用する。この場合において、第二十六条の八（見出しを含む。）中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特

別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「第五十四条の三第二項」と、「費用の額とする。）から当該療養に要した費用に

つき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。）」と、「当該食事療養に係る食事

療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額（その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当

該現に食事療養に要した費用の額とする。）」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した

費用の額（その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。）」と読み替えるも

のとする。

２　第二十七条の四の規定は、法第五十四条の三第二項において準用する法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領

収証について準用する。この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪

問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第八十号）第十三条第一項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療

養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。

（移送費の額）

第二十七条の九　法第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、 も経済的な通常の経路及び方法

により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。

（移送費の支給要件）

第二十七条の十　市町村及び組合は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。

一　移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。

二　移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。

三　緊急その他やむを得なかつたこと。
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（移送費の支給申請）

第二十七条の十一　被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四の規定により移送費の支給を受けようとするときは、

次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

一　移送を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号

二　傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日

三　移送経路、移送方法及び移送年月日

四　付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所

五　移送に要した費用の額

六　被保険者記号・番号

２　前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならな

い。

一　移送を必要と認めた理由（付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由）

二　移送経路、移送方法及び移送年月日

３　前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

（令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付）

第二十七条の十二　令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

一　児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条

の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項（同法第二十四条の二十四第三項において適用す

る場合を含む。）の障害児入所医療費の支給

二　予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給

三　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護

医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

四　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

五　削除

六　麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

七　母子保健法第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

八　独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給

九　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項

の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給

九の二　石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給

九の三　新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給

九の四　特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染

防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給

九の五　難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給

十　沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給

十一　前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

（特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定）

第二十七条の十二の二　令第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定（以下この条において「認定」という。）を受けよう

とする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令（大正十五年勅令第二百四十三号）第四十一

条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関（以下この条において「実施機関」という。）を経由して、当該

世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。

一　認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号

二　認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付

の名称

三　被保険者記号・番号

２　認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号

に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又は

その写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

３　第一項の申出に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が

該当する令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合（以下この条において「所得区分」という。）を通知しなければなら

ない。

４　認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞な

く、実施機関を経由して、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険

者が第一号に該当するに至つたことを市町村又は組合が公簿等又はその写しによつて確認の上、当該世帯主又は組合員に対し第六項の規

定による通知がなされたときは、この限りでない。

一　認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。

二　健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなつたとき。

５　第二項の規定は、前項第一号に該当するに至つたことによる同項の申出について準用する。

６　市町村又は組合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該被保険者の属

する世帯の世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。

７　認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養（令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同

じ。）を受けようとするときは、同条第一項第一号に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出

なければならない。

８　認定を受けた被保険者（令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者及び第二十七条の十四の二第一項、第二

十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けている者を除く。）が、特定疾病給付対象療養を受けた

場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養（令第二十九条の二第一項第一号に規定する療養をい

う。第二十七条の十四の二第六項、第二十七条の十四の三、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同

13



じ。）を受けたときの令第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該者は第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四

第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けているものとみなす。

（特定疾病に係る市町村又は組合の認定）

第二十七条の十三　令第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定（以下この条において「認定」という。）を受けようとす

る被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は

組合に提出しなければならない。

一　認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号

二　認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称

三　被保険者記号・番号

２　前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつているこ

とを証する書類を添付しなければならない。

３　七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病（健康保険法施行

令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。）に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定

によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該

事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

４　第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定

疾病療養受療証（以下この条において「特定疾病受療証」という。）を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康

保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属す

る月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病（健康保険法施行令第四十二条第九項第二号

に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。）に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。

一　市町村　様式第一号の七による特定疾病療養受療証

二　組合　様式第一号の七の二による特定疾病療養受療証

５　認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医

療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五

（第一項第三号を除く。）に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処

方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

６　認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世

帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

一　特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。

二　特定疾病受療証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から特定疾病受療証の返還の求めがあつたとき。

７　第七条の二の規定（第三項ただし書を除く。）は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。

８　世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に

提出して、その再交付を申請しなければならない。

９　特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。

１０　世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受

療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

１１　認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項（第二十条において準用する場合を含む。）に規定する届書（第二条、第三条、第五条、

第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。）には、当該届出に係る被保険者証に

加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。

（令第二十九条の二の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定

した額）

第二十七条の十三の二　令第二十九条の二の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間（同号に規定す

る計算期間をいう。）において、基準日世帯主等（同項第一号に規定する基準日世帯主等をいう。以下同じ。）が該当する次の表の上欄に

掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等が受けた外来療養（七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限

る。以下同じ。）に係る同表の下欄に掲げる額とする。

健康保険の被保険者（健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険

者、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）及び地方公務

員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）に基づく共済組合の組合

員並びに私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定

による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下同じ。）であつた期間

健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合

算額

日雇特例被保険者（健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇

特例被保険者をいう。以下同じ。）であつた期間

健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四

十一条の二第一項第一号に規定する合算額

船員保険の被保険者（国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に

基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。）であつた期間

船員保険法施行令（昭和二十八年政令第二百四十号）第八条の

二第一項第一号に規定する合算額

国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間 国家公務員共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七号）

第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額

地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間 地方公務員等共済組合法施行令（昭和三十七年政令第三百五十

二号）第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額

私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつ

た期間

私立学校教職員共済法施行令（昭和二十八年政令第四百二十五

号）第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十

一条の三の四第一項第一号に規定する合算額

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）の規定によ

る被保険者であつた期間

高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成十九年政令第三

百十八号）第十四条の二第一項第一号に規定する合算額

２　令第二十九条の二の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間（同号に規定する計算期間をいう。）

において、基準日世帯員（同項第三号に規定する基準日世帯員をいう。以下同じ。）が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応

じ、当該期間に基準日世帯主等が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
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３　令第二十九条の二の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間（同号に規定する計算期間をい

う。）において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯員が受けた外来療養に

係る同表の下欄に掲げる額とする。

４　令第二十九条の二の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間（同号に規定する計算期間をい

う。）において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員が受けた外来療養

に係る同表の下欄に掲げる額とする。

５　令第二十九条の二の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間（同号に規定する計算期間をい

う。）において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等の被扶養者（令

第二十九条の二第四項第二号に規定する被扶養者をいう。次項及び第二十七条の十八において同じ。）であつた者（基準日世帯員を除く

。）が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

６　令第二十九条の二の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間（同号に規定する計算期間をい

う。）において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員の被扶養者であつ

た者（基準日世帯主等を除く。）が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

（令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第二十七条の十三の三　令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等（同条

第一項第一号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。）であつた者が基準日（同項に規定する基準日をいう。以下同じ。）

において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

健康保険の被保険者 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額

日雇特例被保険者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げ

る額

船員保険の被保険者 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額

国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組

合の組合員

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額

地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済

組合の組合員

地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額

私立学校教職員共済法の規定による私立学校

教職員共済制度の加入者

私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条

の三の四第一項各号に掲げる額

（令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第二十七条の十三の四　令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国

民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とす

る。

健康保険の被保険者の被扶養者 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額

日雇特例被保険者の被扶養者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準

用する同条第一項各号に掲げる額

船員保険の被保険者の被扶養者 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額

国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組

合の組合員の被扶養者

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲

げる額

地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済

組合の組合員の被扶養者

地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号

に掲げる額

私立学校教職員共済法の規定による私立学校

教職員共済制度の加入者の被扶養者

私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条

の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額

（令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第二十七条の十三の五　令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。

一　高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額

二　計算期間（基準日後期高齢者医療被保険者（令第二十九条の二の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以

下この条において同じ。）が組合等（高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この

条において同じ。）の組合員等（同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。）であり、かつ、当該

基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等（同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。）で

あつた者（基準日世帯被保険者（同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。）

（基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。）を除く。）が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等で

あつた間に限る。）において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者（基準日世帯被保険者を除く。）が当該組合

等の組合員等の被扶養者等（法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療

養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額

三　計算期間（基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者（基準日後期高

齢者医療被保険者を除く。）が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。）において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等

であつた者（基準日後期高齢者医療被保険者を除く。）が当該組合等の組合員等の被扶養者等（法第四十二条第一項第四号の規定が適

用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及

び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額

（令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日）

第二十七条の十三の六　令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計

算期間（令第二十九条の二の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。）において医療保険加入者（令第二十九条の四第八項に規

定する医療保険加入者をいう。第二十七条の二十五において同じ。）の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以

後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
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（令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四

号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、

特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定）

第二十七条の十四　令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三

号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若し

くはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、

令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項に規定する合算した額、同条第三項第一号及び第二号に

掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給

付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。

一　令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額　法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げ

る額との合計額

二　令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額　保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額（その額が現

に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額）と第五号に掲げる額との合計額

三　令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額　法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額（その額が現に当該療養に

要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額）と第五号に掲げる額との合計額

四　令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額　訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げ

る額との合計額

五　令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額　特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額（その額が現に当該

療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額）

（令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定）

第二十七条の十四の二　市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると

きは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合（第五条の八第一項の規定により世帯主が届書を

提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と

認める場合を除く。）を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定（以下この条において「認

定」という。）を行わなければならない。

２　市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定

める様式による限度額適用認定証（以下この条において「限度額適用認定証」という。）の交付を受けようとするものから申請書の提出

があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を

受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。

一　市町村　様式第一号の八による限度額適用認定証

二　組合　様式第一号の八の二による限度額適用認定証

３　認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受

けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所

を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

一　令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条

の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一

号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者

が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二

十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第

三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲

げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当

しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたと

き若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。

二　限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。

４　市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主

又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第五条の八第一項（第二十条において準用する場合を含む。）の規定に

よる届出により当該保険料の滞納につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場

合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書につ

いては、第五条の八第三項の規定を準用する。

５　第七条の二（第三項ただし書を除く。）及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。

６　認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関

等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者

が、第二十四条の五（第一項第三号を除く。）に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき

（当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。）は、被

保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

（令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの

療養に要した費用の額の算定）

第二十七条の十四の三　第二十七条の十四の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号

ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準

用する。

（令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定）

第二十七条の十四の四　市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第三号若しくは第四号又は第五項第三号若しくは第四号に

掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの規

定による認定（以下この条において「認定」という。）を行わなければならない。

２　市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定

める様式による限度額適用認定証（以下この条において「限度額適用認定証」という。）の交付を受けようとするものから申請書の提出

があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。

16



一　市町村　様式第一号の八の三による限度額適用認定証

二　組合　様式第一号の八の四による限度額適用認定証

３　認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受

けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所

を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

一　令第二十九条の四第一項第三号ハに掲げる者が令第二十九条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二

十九条の四第一項第三号ニに掲げる者が令第二十九条の三第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第

一項第四号ハに掲げる者が令第二十九条の三第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四

号ニに掲げる者が令第二十九条の三第五項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。

二　限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。

４　第七条の二（第三項ただし書を除く。）及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。

５　認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関

等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者

が、第二十四条の五（第一項第三号を除く。）に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき

（当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。）は、被

保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

（令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定）

第二十七条の十四の五　市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は

第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は

第五号ロの規定による認定（以下この条において「認定」という。）を行わなければならない。

２　市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定

める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証（以下「限度額適用・減額認定証」という。）の交付を受けようとするものから申請

書の提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。

一　市町村　様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証

二　組合　様式第一号の九の二による限度額適用・標準負担額減額認定証

３　認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であつて、認

定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該

世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

一　令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二

十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一

項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号

ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者

が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。

二　限度額適用・減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用・減額認定証の返還の求めがあつた

とき。

４　第七条の二（第三項ただし書を除く。）及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用す

る。

５　認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関

等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者

が、第二十四条の五（第一項第三号を除く。）に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき

（当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。）は、被

保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

６　第二十六条の五（第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。）の規定は、認定を受けていることの確認を受けることなく減

額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養

費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは

「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない額の食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない額の

食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標

準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞ

れ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあ

るのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療

養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるもの

とする。

（令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付）

第二十七条の十五　令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受

ける療養については、次のとおりとする。

一　児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条

の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項（同法第二十四条の二十四第三項において適用す

る場合を含む。）の障害児入所医療費の支給

二　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護

医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

三　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

四　削除

五　麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

六　母子保健法第二十条の養育医療の給付

七　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項

の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

七の二　石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
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七の三　特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感

染防止医療費の支給

七の四　難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給

八　前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

２　令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養に

ついては、次のとおりとする。

一　児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給

二　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護

医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

三　削除

四　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関す

る給付

四の二　石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給

四の三　難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給

五　前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

（月間の高額療養費の支給申請）

第二十七条の十六　被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費（令第二十九条の二の規定に

より支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。）の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高

額療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

一　被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者（ロにおいて「病院等」という。）について受けた療養（七十歳

に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円（令

第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円）以上であるものに限る。）につい

てそれぞれ次に掲げる事項

イ　その療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号

ロ　その療養を受けた病院等の名称及び所在地

ハ　傷病名

ニ　療養期間

ホ　その療養につき支払つた令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額

ヘ　その療養が令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つ

た額

二　支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第二十九条の二第一

項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつ

た年月

三　被保険者記号・番号

２　高額療養費に係る療養が、令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第一号ヘ

に掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。

３　令第二十九条の二第一項又は第二項の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第一項第二号又は第三項第二号の規定によらないも

のであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等

又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

４　高額療養費が、令第二十九条の三第一項第五号又は第四項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書には

その事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することが

できるときは、当該書類を省略させることができる。

（高額療養費の支給申請に係る特例）

第二十七条の十七　市町村は、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続について、前条及び次条の規定にかかわらず、別段の定め

をすることができる。

（年間の高額療養費の支給申請等）

第二十七条の十七の二　基準日世帯主等（以下この条において「申請者」という。）は、法第五十七条の二の規定により高額療養費（令第

二十九条の二の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。）の支給を受けようとするときは、次に

掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期

間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請

者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。

一　申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号

二　計算期間の始期及び終期

三　申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏

名及びその年月

四　申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者（高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項

に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。）の名称及びその加入期間

五　被保険者記号・番号

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であつて前項の

申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者から令第二十九条の二の二第一項第二号、第

四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する情報の提供を受け

る場合は、添付を省略することができ、市町村又は組合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写

しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一　令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八

号までに掲げる額に関する証明書

二　基準日における申請者の所得区分を証する書類
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３　市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する

情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。

一　当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額

二　その他高額療養費の支給に必要な事項

４　精算対象者（計算期間の中途で死亡した世帯員（令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の二十六及

び第二十七条の二十七において同じ。）その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）と当該死亡した日その他これに準ずる

日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。

この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。

５　前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対

象者（計算期間の中途で死亡した世帯員（令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。）その他これに準ずる者をいう。）に対

する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替え

て、同項の規定を適用する。

（年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等）

第二十七条の十七の三　計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者（以下この条において「申請者」という。）

は、法第五十七条の二の規定により高額療養費（令第二十九条の二の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限

る。以下この条において同じ。）の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算

期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあつて

は、この限りでない。

一　申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号

二　計算期間の始期及び終期

三　基準日に加入する医療保険者の名称

四　申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏

名及びその年月

五　被保険者記号・番号

２　前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。

３　市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書（令第二十九

条の二の二第一項第三号、第九号及び第十五号に掲げる額に関する証明書を除く。）を交付しなければならない。ただし、第六項に規定

する場合に該当するときは、この限りでない。

一　申請者の氏名及び生年月日

二　申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間

三　計算期間（申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。）において、当該申請者が当該市町村又は組

合の被保険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養に係る令第二十九条の二

の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間（申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該申請者

の世帯員であつた者が当該申請者の世帯員であつた間に限る。）において、当該申請者の世帯員であつた者が当該市町村又は組合の被

保険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第

一項第一号に規定する合算額

四　当該市町村又は組合の名称及び所在地

五　被保険者記号・番号

六　その他必要な事項

４　第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保

険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当

該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。

５　市町村又は組合は、精算対象者（計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）に係る高額

療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者（当該精算対象者を

除く。）から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。

６　第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して

当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第三項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供し

なければならない。

（令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第二十七条の十八　令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日に

おいて被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれ

らの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。

　第一欄 第二欄

一健康保険の被保険者であつた期間 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額

二日雇特例被保険者であつた期間 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二

第一項第一号に規定する合算額

三船員保険の被保険者であつた期間 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額

四国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員（防

衛省の職員の給与等に関する法律施行令（昭和二十七年政令

第三百六十八号）第十七条の三第一項に規定する自衛官等（以

下「自衛官等」という。）を除く。）であつた期間

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定す

る合算額

五自衛官等であつた期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号

に規定する合算額

六地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員で

あつた期間

地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定す

る合算額
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七私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度

の加入者であつた期間

私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合

法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額

八高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であ

つた期間

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定

する合算額

（令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第二十七条の十九　令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。

一　令第二十九条の四の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額　当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達す

る日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額

イ　令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
あん

按分率（同条

第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額（同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控

除した額）を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額

ロ　令第二十九条の二第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額

ハ　令第二十九条の二の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額

二　令第二十九条の四の二第一項第五号に掲げる額に相当する額　同号に規定する療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受け

た療養に限る。）に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて

適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額

一 の

項

健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養

に係るものに限る。）の合算額（同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額

に七十歳以上高額療養費按分率（同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給さ

れる高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た

額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控

除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、

健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後

に受けた療養に係るものに限る。）に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額

を控除した額とする。）

二 の

項

健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額（七十歳に達す

る日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。）の合算額（同令第四十四条第一項において準用する同令第四

十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率（同令第

四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四

条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条

第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た

額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療

養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十四条第二項又は第三項において準用する同

令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。）

三 の

項

船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る

ものに限る。）の合算額（同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以

上高額療養費按分率（同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療

養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額を控除し

た額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額と

し、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。）

四 の

項

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額（七十歳に達する日の属する月の翌

月以後に受けた療養に係るものに限る。）の合算額（同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場

合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率（同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額か

ら同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得

た率をいう。）を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合に

あつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、

当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額（七

十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。）に係る負担を軽減するための給付が行われる場合

にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。）

五 の

項

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額（七十歳に達する日の属す

る月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。）の合算額（国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定

により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率（同条第三項に規定する七十

歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一

部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定によ

り高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する

短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後

に受けた療養に係るものに限る。）に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を

控除した額とする。）

六 の

項

地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額（七十歳に達する日の属する月の翌

月以後に受けた療養に係るものに限る。）の合算額（同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される

場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率（同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額

から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して

得た率をいう。）を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合

にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあつて

は、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる
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金額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。）に係る負担を軽減するための給付が行わ

れる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。）

七 の

項

私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令（以下この号において「準用国共済法施

行令」という。）第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受

けた療養に係るものに限る。）の合算額（準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給され

る場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率（同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算

額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除し

て得た率をいう。）を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場

合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつて

は、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げ

る金額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。）に係る負担を軽減するための給付が行

われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。）

八 の

項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額（七十歳に達する日の属す

る月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規

定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療

養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。）

三　令第二十九条の四の二第一項第六号に掲げる額に相当する額　七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅

サービス等に係る同号に掲げる額

四　令第二十九条の四の二第一項第七号に掲げる額に相当する額　七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護

予防サービス等に係る同号に掲げる額

（令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額）

第二十七条の二十　令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額

は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲

げる額とする。

　第一欄 第二欄

一健康保険の被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号（同条第三項において準用する場合を含む。）に

掲げる額

二日雇特例被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号（同令第

四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）

に掲げる額

三船員保険の被保険者又はその被扶養者 船員保険法施行令第十一条第一項各号（同条第三項において準用する場合を含む。）に掲げる額

四国家公務員共済組合法の規定に基づく共済

組合の組合員（自衛官等を除く。）又はそ

の被扶養者（自衛官等の被扶養者を含む。）

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号（同条第三項において準用する

場合を含む。）に掲げる額

五自衛官等 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額

六地方公務員等共済組合法の規定に基づく共

済組合の組合員又はその被扶養者

地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号（同条第三項において準用する

場合を含む。）に掲げる額

七私立学校教職員共済法の規定による私立学

校教職員共済制度の加入者又はその被扶

養者

私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の

三の六の二第一項各号（私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済

組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。）に掲げる額

（令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第二十七条の二十一　令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の

項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。

一の項 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額

二の項 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定し

た額

三の項 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額

四の項及び

五の項

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額

六の項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額

七の項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省

令で定めるところにより算定した金額

（令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額）

第二十七条の二十二　令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額

は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。

（令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日）

第二十七条の二十三　令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日

は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。

（介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え）

第二十七条の二十四　令第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表

の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

健康保険法施行令第四十三条の

三第一項及び第二項

次の各号に

掲げる者

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保

険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者であ

る者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
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健康保険法施行令第四十四条第

五項において準用する同令第四

十三条の三第一項及び第二項

次の各号に

掲げる者

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇

特例被保険者（第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項におい

て同じ。）である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の

被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者

　 次条第一項第四十四条第七項

船員保険法施行令第十二条第一

項及び第二項

次の各号に

掲げる者

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保

険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者であ

る者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者

国家公務員共済組合法施行令第

十一条の三の六の三第一項及び

第二項

次の各号に

掲げる者

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合

員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者であ

る者にあつては次の各号に掲げる当該組合員

防衛省の職員の給与等に関する

法律施行令第十七条の六の五第

一項

次の各号に

掲げる者

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛

官等である次の各号に掲げる者

地方公務員等共済組合法施行令

第二十三条の三の七第一項及び

第二項

次の各号に

掲げる者

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合

員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者であ

る者にあつては次の各号に掲げる当該組合員

私立学校教職員共済法施行令第

六条において準用する国家公務

員共済組合法施行令第十一条の

三の六の三第一項及び第二項

次の各号に

掲げる者

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入

者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者であ

る者にあつては次の各号に掲げる当該加入者

高齢者の医療の確保に関する法

律施行令第十六条の三第一項

次の各号に

掲げる者

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保

険者である次の各号に掲げる者

（令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日）

第二十七条の二十五　令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつ

た者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において

医療保険加入者とならない場合とし、令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

（高額介護合算療養費の支給申請等）

第二十七条の二十六　基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者（以下この条において「申請者」という。）は、

法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給

申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

一　申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号

二　計算期間の始期及び終期

三　申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者

の氏名及びその年月

四　申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者（介護保険法（平成九年法律第百

二十三号）第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。次項において同じ。）の名称及びその加入期間

五　被保険者記号・番号

２　前項の申請書には、令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなけれ

ばならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第

四号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する情報の提

供を受ける場合は、添付を省略することができる。

３　令第二十九条の四の二第一項の規定による高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第二号の規定によらないものであると

きは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写

しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

４　高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項

の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確

認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

５　市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、第二項本文の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する

情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。

一　当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額

二　当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金

等世帯合算額

三　その他高額介護合算療養費等（高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高

額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及

び次条第四項において同じ。）の支給に必要な事項

６　精算対象者（計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）と当該死亡した日その他こ

れに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を

行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。

７　前項の申請があつた場合においては、第五項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対

象者（計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。）に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報

を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

（高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等）

第二十七条の二十七　令第二十九条の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者（以下この条

において「申請者」という。）は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項
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を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならな

い。ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。

一　申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号

二　計算期間の始期及び終期

三　基準日に加入する医療保険者の名称

四　申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者

の氏名及びその年月

五　被保険者記号・番号

２　市町村又は組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書（令第二十九条

の四の二第一項第三号に掲げる額に関する証明書を除く。）を交付しなければならない。ただし、第五項に規定する場合に該当するとき

は、この限りでない。

一　申請者の氏名及び生年月日

二　申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間

三　前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世

帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額

四　当該市町村又は組合の名称及び所在地

五　被保険者記号・番号

六　その他必要な事項

３　第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保

険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたと

きは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。

４　市町村又は組合は、精算対象者（計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）に係る高額

介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者（当該精

算対象者を除く。）から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。

５　第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して

当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第二項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供し

なければならない。

（特別療養給付の申請）

第二十八条　法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保

険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次

に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならな

い。

一　療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養

若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス（同法第四十一条第一項に規

定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）（療養に相当するものに限る。以下同じ。）、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス

（同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。）若しくはこれに相当するサービス（これらのサービスのうち療養に相

当するものに限る。以下同じ。）、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス（同法第四十二条の二第一項に規定する指

定地域密着型サービスをいう。以下同じ。）（療養に相当するものに限る。以下同じ。）、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着

型サービス（同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。）若しくはこれに相当するサービス（これらのサ

ービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。）、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等（同法第四十八条第一項に規定

する指定施設サービス等をいう。以下同じ。）（療養に相当するものに限る。以下同じ。）、特例施設介護サービス費に係る施設サービス

（同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。）（療養に相当するものに限る。以下同じ。）、介護予防サービス費

に係る指定介護予防サービス（同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）（療養に相当するものに限

る。以下同じ。）若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス（同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをい

う。以下同じ。）若しくはこれに相当するサービス（これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。）を受けていた者

の氏名、住所、生年月日及び個人番号

二　傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費

に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居

宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地

域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費

に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは

特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日

三　資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看

護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定

による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、

地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに

相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス

費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けてい

た同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項

第二号に規定する基準該当居宅サービス（以下この号において「基準該当居宅サービス」という。）を行う事業所、指定居宅サービス

及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する

指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サ

ービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定

する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準

該当介護予防サービス（以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。）を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及

び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
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四　現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係

る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地

五　被保険者記号・番号

２　前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別

療養証明書（以下この条において「特別療養証明書」という。）を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなけ

ればならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受

けていた場合は、この限りでない。

一　市町村　様式第二による特別療養証明書

二　組合　様式第二の二による特別療養証明書

３　第一項の者（前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。）は、自己の選定

する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。

４　被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の

支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組

合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

５　被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の

支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員

は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は

組合に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合に

は、特別療養証明書を添えることを要しない。

６　世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に

提出して、その再交付を申請しなければならない。

７　特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。

８　世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明

書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

９　世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第一条の二（令第二十五条

の二において準用する場合を含む。）に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所

を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

一　世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号

二　保険料を納付することができない理由

１０　第五条の八第三項の規定は前項の届出に準用する。

１１　市町村又は組合は、第九項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速や

かに、様式第二による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。

（申請書の記載事項）

第二十八条の二　第七条、第七条の四、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七

条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の

十六及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日（第七条第一項第二号に掲げる書類を提示する場合の同条又

は第七条の四の申請書にあつては申請人の氏名、住所及び申請年月日、第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所

及び申請年月日）を記載しなければならない。

（診療報酬請求書の審査）

第二十九条　診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。

（再度の考案）

第三十条　前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。

（診療報酬の支払）

第三十一条　市町村及び組合は、審査が終わつた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に

係る診療報酬を支払うものとする。

（診療報酬支払に要する費用の預託）

第三十二条　法第四十五条第五項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、

当該保険者が過去三箇月において 高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとす

る。

（法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間）

第三十二条の二　法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。

（特別の事情に関する届出）

第三十二条の三　世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五に

おいて準用する令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならな

い。

一　世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号

二　保険料を納付することができない理由

三　被保険者記号・番号

（保険給付の支払の差止め）

第三十二条の四　法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額な

ものとならないようするものとする。

（一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除）

第三十二条の五　保険者は、法第六十三条の二第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あ

らかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。

一　法第六十三条の二第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨

二　一時差止に係る保険給付の額

三　控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

24



（第三者の行為による被害の届出）

第三十二条の六　給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当

該被保険者の氏名、第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨）並びに被害の状況を、

直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。

（法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める連合会）

第三十二条の七　法第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し

専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。

（医療費の通知）

第三十二条の七の二　市町村又は組合は、被保険者が支払つた医療費の額を当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に通知するとき

は、次に掲げる事項を通知することを標準とする。

一　世帯主又は組合員の氏名

二　療養を受けた年月

三　療養を受けた被保険者の氏名

四　療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称

五　被保険者が支払つた医療費の額

六　市町村又は組合の名称

第三十二条の八　削除

第三章の二　保険料

（令第二十九条の七第二項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法）

第三十二条の九　令第二十九条の七第二項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第六号ただし書の固定資産税額等の補正

は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそ

れぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額

又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額（以下「補正前の保険料の基礎賦課額」という。）が基礎賦課限度額を上回る世帯

に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。

２　前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税

額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎賦課額（当該

基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額）

の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第二項第一号の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に

等しくなるよう計算して得た率とする。

（令第二十九条の七第三項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法）

第三十二条の九の二　令第二十九条の七第三項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第五号ただし書の固定資産税額等の補

正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額を

それぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総

額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額（以下この条において「補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額」という。）

が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行

うものとする。

２　前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税

額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の後期高齢者支援金

等賦課額（当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の後期高齢者

支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金等賦課額）の総額のうち所得割総額及び資産割総額

が、それぞれ令第二十九条の七第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して

得た率とする。

（令第二十九条の七第四項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法）

第三十二条の十　令第二十九条の七第四項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第五号ただし書の固定資産税額等の補正

は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそ

れぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額

の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額（以下「補正前の保険料の介護納付金賦課額」という。）が介護納

付金賦課限度額を上回る世帯に属する介護納付金賦課被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行う

ものとする。

２　前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税

額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の介護納付金賦課額

（当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限

度額として計算した介護納付金賦課額）の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九

条の七第四項第一号の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

（令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合）

第三十二条の十の二　令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とす

る。

一　被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第八号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の

減額の実施に必要な事項を届け出た場合

二　被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村が、当該減額の実

施に必要な事項を確認することができた場合

（老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日）

第三十二条の十一　法第七十六条の四において準用する介護保険法（以下「準用介護保険法」という。）第百三十四条第一項の厚生労働省

令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。

２　準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。

３　準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。

４　準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。
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５　準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。

６　準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。

（年金額の見込額の算定方法）

第三十二条の十二　準用介護保険法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。

一　準用介護保険法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額　当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受ける

べき老齢等年金給付（法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。）の総額を十で除した額に十二を乗じて

得た額

二　準用介護保険法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額　当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受ける

べき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額

三　準用介護保険法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額　当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受け

るべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額

四　準用介護保険法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額　当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受ける

べき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額

五　準用介護保険法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額　当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受ける

べき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額

２　前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。

（年金保険者の市町村に対する通知事項）

第三十二条の十三　準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者（以下「通知対象者」という。）の性別及び生年月日

二　通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者（老齢等年金給付の支払をする者をいう。）

の名称

（準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情）

第三十二条の十四　準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、

当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等

年金給付の額の総額が、令第二十九条の十二に定める額未満となる見込みであることとする。

一　国民年金法第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」とい

う。）附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十

条、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の

規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四

条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。）附

則第十一条（私立学校教職員共済法（以下「私学共済法」という。）第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含

む。）、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号。以下「昭和

六十年地共済法等改正法」という。）附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年

法律第七十三号）第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組

合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。）附則第十六条第一項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十

三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合

法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されてい

ること。

二　国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年

金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六

十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七

十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法

附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第

九十五条から第九十七条まで（私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。）、地方公務員等共済組

合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地

共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年

金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止さ

れ、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。

三　国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条に

よる改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用され

る昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項にお

いて準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三（私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。）

、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改

正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその

効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の

規定により内払とみなされた年金があること。

四　その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。

（保険料の一部を特別徴収する場合）

第三十二条の十五　準用介護保険法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一　当該年度に当該特別徴収対象被保険者（準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。）

について仮徴収（準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収（法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収

をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）が行われていないとき。

二　当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者

に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であつて、市町村が、その満たない額を普通徴

収（法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。）の方法によつて徴収することが適当と認めたとき。

26



三　当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六条第一項（令第二十九条の十八から第二

十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。）の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、当該特

別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。

四　当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額について当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。

（令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額）

第三十二条の十六　令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの通知に

係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額（当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。）を二で

除して得た額とする。

（令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額）

第三十二条の十七　令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。

一　準用介護保険法第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第一項の規定により特

別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主　当該年度の初日の属する年の十月一日以降 初に支払

われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額

二　準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特

別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主　当該年度の初日の属する年の十二月一日以降 初に支

払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十八第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支

払回数割保険料額

三　準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特

別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主　当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降 初

に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十九第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出され

る支払回数割保険料額

四　準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合（準用介護保険法第百三十五条第二項の規定に

より当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。）

又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により

特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主　当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降

初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額（当該

額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額）

五　準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特

別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主　当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降 初

に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額（当該額

によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額）

六　準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特

別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主　当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降 初

に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額（当該額

によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額）

（令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額）

第三十二条の十八　令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。

一　前条第一号に掲げる被保険者である世帯主　当該年度の初日の属する年の十月一日以降 初に支払われる老齢等年金給付に係る介護

保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額

二　前条第二号に掲げる被保険者である世帯主　当該年度の初日の属する年の十二月一日以降 初に支払われる老齢等年金給付に係る介

護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）第四十五条の二第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算

出される支払回数割保険料額

三　前条第三号に掲げる被保険者である世帯主　当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降 初に支払われる老齢等年金給付に係

る介護保険法施行令第四十五条の三第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険

料額

四　前条第四号に掲げる被保険者である世帯主　当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降 初に支払われる老齢等年金給付に係

る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額（当該額によることが適当でないと認められる

特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額）

五　前条第五号に掲げる被保険者である世帯主　当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降 初に支払われる老齢等年金給付に係

る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額（当該額によることが適当でないと認められる

特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額）

六　前条第六号に掲げる被保険者である世帯主　当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降 初に支払われる老齢等年金給付に係

る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額（当該額によることが適当でないと認められる

特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額）

（市町村の特別徴収の通知）

第三十二条の十九　準用介護保険法第百三十六条第一項（令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。）

の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二　特別徴収対象年金給付（準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。）の種類、額及び

特別徴収義務者（同条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。）の名称

（支払回数割保険料額の算定方法）

第三十二条の二十　準用介護保険法第百三十六条第一項（令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を

含む。）に規定する支払回数割保険料額（以下「支払回数割保険料額」という。）について準用介護保険法第百三十六条第二項（令第二十

九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。）の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満
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の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十

月一日以降 初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。

（支払回数割保険料額の見込額の算定方法）

第三十二条の二十一　準用介護保険法第百三十五条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一　準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知（準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に

係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。）又は準用介護保

険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行う

とき　当該年度の保険料額を十二（ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内に

おいて市町村が定める数とする。）で除して得た額に六を乗じて得た額

二　準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特

別徴収を行うとき　当該年度の保険料額を十二（ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以

下の範囲内において市町村が定める数とする。）で除して得た額に四を乗じて得た額

三　準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特

別徴収を行うとき　当該年度の保険料額を十二（ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以

下の範囲内において市町村が定める数とする。）で除して得た額に二を乗じて得た額

２　前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。

（支払回数割保険料額等の納入方法）

第三十二条の二十二　特別徴収義務者は、準用介護保険法第百三十七条第一項（令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて

準用する場合を含む。）の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額（準用介護保険法第百三十五条第三

項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。）を納入するに当たつては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義

務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。

（特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等）

第三十二条の二十三　準用介護保険法第百三十七条第四項（令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合

を含む。）の厚生労働省令で定める場合は、第三十二条の十四各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る

支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となつた場合とする。

第三十二条の二十四　準用介護保険法第百三十七条第五項（令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合

を含む。）に規定する通知は、速やかに行うものとする。

２　準用介護保険法第百三十七条第五項（令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。）の厚生

労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。

（特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知）

第三十二条の二十五　準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降 初に特別徴収

対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

２　令第二十九条の十八第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十

二月一日以降 初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

３　令第二十九条の十九第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌

年の二月一日以降 初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

４　令第二十九条の二十第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌

年の四月一日以降 初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

５　令第二十九条の二十一第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の

六月一日以降 初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

６　令第二十九条の二十二第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の

八月一日以降 初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

（市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等）

第三十二条の二十六　準用介護保険法第百三十八条第一項（令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含

む。）の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一　当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項（令第二十九条の十八第一項及び第

二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。）の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。

二　当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項（令第二十九条の十八第一項及び第

二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。）の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、市町

村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法

により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。

三　前二号の規定は、令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用介護保険法第百三十六条第一項を準用する場合につ

いて準用する。この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該

年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

四　当該特別徴収対象被保険者が、法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合であつて、介護保険法第十三条第一項

及び第二項（介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の適用を受けないとき。

五　災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適

当でないと市町村が認めたとき。

第三十二条の二十七　準用介護保険法第百三十八条第一項（令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含

む。）の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

一　当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二　当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由

三　特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

（特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等）

第三十二条の二十八　市町村は、準用介護保険法第百三十九条第二項（令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する

場合を含む。）の規定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たつては、
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当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割

保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。

２　市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。

第三十二条の二十九　市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項（令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する

場合を含む。）の規定により過誤納額（準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。）を当該被保険者であ

る世帯主の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金（以下「未納保険料等」という。）に充当しようとするときは、当該過誤納額

に係る被保険者である世帯主に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。

一　準用介護保険法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨

二　当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行つた後の過誤納額

三　その他必要と認める事項

（仮徴収額の徴収方法等）

第三十二条の三十　準用介護保険法第百四十条第一項及び第二項（令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用す

る場合を含む。）に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の 後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係

る支払回数割保険料額とする。

２　市町村は、準用介護保険法第百四十条第二項（令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。）

に規定する被保険者である世帯主について準用介護保険法第百四十条第二項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同

項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であつて、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額（以

下「一般仮徴収額」という。）又は同項に規定する市町村が定める額（以下「市町村決定額」という。）とすることが適当でないと認める

特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額（以下「八月

の変更仮徴収額」という。）を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

３　前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければ

ならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続（期日に関する部分を除く。）は、準用介護保険法第百三十六条

第三項から第六項まで（令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。）の規定の例による。

一　特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二　仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額

三　特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

４　第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十

七から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」

とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項（令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあ

るのは「介護保険法第百四十条第一項又は第二項（介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する

場合を含む。）に規定する支払に係る保険料額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降 初に特

別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十第二項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額

を準用介護保険法第百四十条第二項（令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。）に規定す

る支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号

及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるも

のとする。

（支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等）

第三十二条の三十一　市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合（準用介護保険法第

百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて

徴収する場合を除く。）又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五

条第三項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の六月一日か

ら九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、

支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額（以下「六月に変更する支払回数割保険料

額の見込額」という。）を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

２　前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければ

ならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続（期日に関する部分を除く。）については、準用介護保険法第百

三十六条第三項から第六項までの規定の例による。

一　特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二　仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額

三　特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

３　第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十

七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に

係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する

支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第三十二条の二十五第

一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降 初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十一第一項に

規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合に

おいて、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とある

のは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

第三十二条の三十二　市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合（準用介護保険法第

百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて

徴収する場合を除く。）又は準用介護保険法第百三十四条第四項若しくは第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保

険法第百三十五条第三項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌

年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情

があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額（以下「八月に変更する支

払回数割保険料額の見込額」という。）を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
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２　前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければ

ならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続（期日に関する部分を除く。）については、準用介護保険法第百

三十六条第三項から第六項までの規定の例による。

一　特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二　仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額

三　特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

３　第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十

七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に

係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する

支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第三十二条の二十五第

一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降 初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十二第一項に

規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合に

おいて、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とある

のは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

第三章の三　保健事業

（法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者等）

第三十二条の三十二の二　法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する被保険者に対し

健康診断（特定健康診査（高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第三十二条の三十二の五

において同じ。）に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。）を実施しているもの（労働安全衛生法そ

の他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。）

二　船舶所有者（船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する

規定の適用を受ける者をいう。）

２　法第八十二条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等（同項に規定する事業者等をいう。次条及び第三十六条第三項において

同じ。）が保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写し（労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存してい

るものを除く。）とする。

（事業者等が行う記録の写しの提供）

第三十二条の三十二の三　市町村及び組合が、法第八十二条第二項の規定により被保険者を使用している事業者等又は使用していた事業者

等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し（前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同

じ。）は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成十九年厚生労働省令第百五十七号）第二条各号に掲げる項目に関す

る記録の写しその他法第八十二条第一項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて市町村及び組合が

必要と認める情報とする。

２　法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写

しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適

切な方法により行うものとする。

（法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報）

第三十二条の三十二の四　法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査

により得られた情報であつて、法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百

二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必

要な情報とする。

（市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供）

第三十二条の三十二の五　法第八十二条第六項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連

合は、同条第七項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等（被保険

者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報、同法第百二十五条第一項に規定する健康

診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び同法第十八条第一項に規定する特定保健指導に関する記録並びに介護保険法の規

定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。）に係るデータベース（情報の集合物であつて、それらの情報を電子

計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。）であつて、連合会が構成するものを用いて提供する方法そ

の他適切な方法により行うものとする。

（保健事業の支援に係る情報提供）

第三十二条の三十二の六　法第八十二条第十四項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報につい

て、当該市町村に通知して行うものとする。

一　被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別

二　被保険者に係る被保険者記号・番号

三　療養が行われた年月日

四　療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所

２　市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。

３　法第八十二条第十四項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。

（療養の給付等に関する記録の提供）

第三十二条の三十二の七　市町村又は組合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該

被保険者に対し、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を提出する方法により当該市町村又は組合が保有する当該被保険者が受け

た療養の給付等に関する記録を提供することができる。

第四章　国民健康保険団体連合会

（設立認可の申請）

第三十三条　法第八十四条第一項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事（そ

の区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。）に提出しなければなら

ない。
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一　規約

二　事業計画書

三　初年度の収入支出の予算

四　役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書

（総会又は代議員会の議決の認可）

第三十四条　連合会は、法第八十六条において準用する法第二十七条第二項の規定により総会又は代議員会の議決について認可を受けよう

とするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び総会若しくは代議員会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した

書面のほか、次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

一　連合会の区域に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書

二　借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面

三　収入支出の予算に関する議決にあつては、その予算書

四　準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面

（帳簿の備付）

第三十五条　連合会は、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。

（準用規定）

第三十六条　第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とある

のはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

２　第三十二条の三十二の三第一項の規定は、連合会が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第二項の規定により健康診

断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。

３　第三十二条の三十二の三第二項の規定は、都道府県若しくは市町村若しくは組合又は事業者等が法第八十六条において読み替えて準用

する法第八十二条第三項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関

する記録の写しを提供する場合について準用する。

第五章　診療報酬審査委員会

（委員の任期）

第三十七条　国民健康保険診療報酬審査委員会（以下「審査委員会」という。）の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。

（会長）

第三十八条　審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。

２　会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

３　会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。

（招集）

第三十九条　審査委員会は、会長が招集する。

（定足数）

第四十条　審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。

２　審査は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

３　審査委員会において、審査のため必要ある場合には、委員の担当を定めて、あらかじめ審査をすることができる。

４　審査委員会は、前項の規定によりあらかじめ審査をした場合であつて、審査委員会の適正かつ円滑な運営を確保するため必要があると

認めるときは、その定めるところにより、代表となる委員により構成される合議体に審査の決定を委任することができる。

５　前項の合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者のそれぞれについて代表となる委員として審査委員会が認める者とし、その数

は、第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者については、それぞれ同数とする。

一　保険医及び保険薬剤師を代表する委員

二　保険者を代表する委員

三　公益を代表する委員

６　第四項の規定により審査の決定を委任された合議体は、前項各号に掲げる者各一人以上が出席し、かつ、同項に規定する代表となる委

員として審査委員会が認める者の半数以上の出席がなければ、当該審査の決定をすることができない。

（診療報酬再審査部会）

第四十一条　審査委員会は、第三十条の規定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その定めるところにより、診療

報酬再審査部会を置くものとする。

（幹事）

第四十二条　審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。

２　幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。

３　幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。

４　書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。

第五章の二　診療報酬特別審査委員会

（特別審査委員会）

第四十二条の二　法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書

の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会（以下「特別審査委員会」という。）を置かなければならない。

（特別審査委員会の組織）

第四十二条の三　特別審査委員会は、厚生労働大臣が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代

表する委員をもつて組織する。

２　委員は、厚生労働大臣が委嘱するものとし、その数は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員について

は、それぞれ同数とする。

３　前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わ

なければならない。

（特別審査委員会の権限）

第四十二条の四　特別審査委員会は、法第四十五条第六項（法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四

条の二第十二項において準用する場合を含む。）の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認め
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るときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書

類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者にお

いて療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。

２　法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、前項の規定により特別審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及

び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他

の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。

（準用規定）

第四十二条の五　第三十七条から第四十二条までの規定（第四十二条第二項を除く。）は、特別審査委員会について準用する。

第六章　雑則

（事業状況の報告）

第四十三条　法第百七条の規定による報告は、次の各号に掲げる報告書を当該各号に定める期限までに提出することにより行うものとす

る。

一　毎月の事業状況を記載した報告書　次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限

イ　法第百七条第一号に該当する場合　翌々月二十日

ロ　法第百七条第二号に該当する場合　翌月二十日

二　毎年度の事業状況を記載した報告書　次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限

イ　法第百七条第一号に該当する場合　翌年度八月末日

ロ　法第百七条第二号に該当する場合　翌年度七月末日

（身分を示す証明書）

第四十四条　法第四十五条の二第二項（法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。）

の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項（法第五十四条の三第二項において準用する場合を

含む。）において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定

により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第百十一条の三第二項において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職

員が携帯すべき証明書は様式第四の二、法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様

式第五及び様式第六による。

（法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等）

第四十四条の二　法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　厚生労働大臣

二　地方厚生局長及び地方厚生支局長

三　都道府県

四　市町村

五　組合

六　社会保険診療報酬支払基金

七　連合会

八　法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人

九　保険医療機関等

十　法第五十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者

十一　指定訪問看護事業者

十二　法七十六条の三第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者

２　法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一　高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者（法第三条に掲げる者を除く。）又は同法第四十八条に規定する後

期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法（法を除く。）若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づ

く事業又は当該事業に関連する事務を行う場合

二　都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者が、当該委託を受けた国民健康保険事業に関連する事務を行う場合

三　被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた都道府県若しくは市町

村又は組合（当該都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者を含む。）に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合

四　国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律（平成二十五年法律第百十一号）第二十三条第一項の規

定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合

五　がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県等から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合

六　独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘ

に掲げる業務（同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。）を行う場合

七　医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律（平成二十九年法律第二十八号）第十条第

一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ

同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合

八　医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業

者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定す

る医療情報を取得する場合

九　第四号から第八号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合

イ　国の行政機関（前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。）　適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する

調査

ロ　大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体　疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究そ

の他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

ハ　健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの　医

療分野の研究開発に資する分析（特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。）

十　高齢者の医療の確保に関する法律第二十条に規定する特定健康診査、同法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六

十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
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十一　社会保険労務士（社会保険労務士法人を含む。）が、社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項各号に掲げ

る業務を行う場合

十二　独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合

十三　健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託

を受けた者（健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。）が、当該事務を行う場合

（法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務）

第四十四条の二の二　法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一　法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務

二　法第四章の規定による保険給付の実施

三　法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払

四　法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収

五　法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施

六　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令（平成二十

六年内閣府・総務省令第五号）第二十四条各号に掲げる事務

（法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務）

第四十四条の三　法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一　法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務

二　法第四章の規定による保険給付の実施

三　法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払

四　法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収

五　法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施

六　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令

（平成二十六年内閣府・総務省令第七号）第二十五条各号又は第二十六条に掲げる事務

（法第百十三条の三第二項の厚生労働省令で定めるもの）

第四十四条の四　法第百十三条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第十九条第四項

に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）第二十二条第一項の規定による

給付又は支給を行う国とする。

（権限の委任）

第四十四条の五　法第百十八条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣

が当該権限を自ら行うことを妨げない。

一　法第四十一条第一項（法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する

場合を含む。）及び第二項（法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条

の三第二項において準用する場合を含む。）の規定による権限（法第四十五条第三項（法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、

第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。）の規定により定められた

別段の定めに係るものを除く。）

二　法第四十五条の二第一項（法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用

する場合を含む。）の規定による権限（法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。）

三　法第五十四条の二の二（法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定による権限

四　法第五十四条の二の三第一項（法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定による権限

五　法第百六条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第百八条の規定による権限

六　法第百十四条第二項の規定による権限（法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。）

２　法第百十八条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第六号の権

限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

（電子情報処理組織による手続）

第四十五条　国民健康保険組合は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等（情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成十四年法律第百五十一号）第三条第五号に規定する書面等をいう。）により行うこととしているものについては、電子情

報処理組織を使用して行うことができる。

附　則

（施行期日）

第一条　この省令は、法の施行の日（昭和三十四年一月一日）から施行する。

（国民健康保険法施行規則の廃止）

第二条　国民健康保険法施行規則（昭和二十三年厚生省令第三十八号。以下「旧規則」という。）は、廃止する。

（保険給付の支払の差止めに関する経過措置）

第三条　当分の間、法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により市町村又は組合が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、

被保険者が平成二十一年十月一日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

（個人番号カードの交付の申請に関する支援）

第四条　市町村は、当分の間、法第三十六条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対

し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の個人番号カードの交付の申請（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項に規定する申請をいう。）に関する必要な支援を行うことがで

きる。

附　則　（昭和三六年三月三一日厚生省令第一二号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附　則　（昭和三六年八月五日厚生省令第三七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。

附　則　（昭和三八年八月一日厚生省令第三七号）　抄
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１　この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

２　この省令の施行の際、現に、条例の定めるところにより、世帯主及び世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者のうち一人につい

て療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村については、当該市町村が、当該世帯主が被保険者でな

い世帯に属する被保険者中の一人を定める当該条例の規定を改正しない場合に限り、国民健康保険法第四十二条第一項に規定する厚生省

令で定める者は、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十六条の二の規定にかかわらず、当該条例の規定によ

り定められる者とする。

附　則　（昭和三九年三月二八日厚生省令第一四号）

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。

附　則　（昭和四〇年二月二五日厚生省令第九号）　抄

１　この省令は、昭和四十年三月一日から施行する。ただし、被保険者証の様式の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

２　昭和四十年四月一日において現に交付されている被保険者証は、当分の間、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。

附　則　（昭和四二年一月二一日厚生省令第一号）

この省令中第三十二条の次に一条を加える規定は公布の日から、第一条第二号の改正規定は昭和四十二年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四二年一〇月一九日厚生省令第四七号）

この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。

附　則　（昭和四二年一二月八日厚生省令第五四号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　昭和四十三年一月一日において現に交付されている被保険者証及び継続療養証明書は、この省令による改正後の様式による被保険者証

及び継続療養証明書とみなす。

附　則　（昭和四七年一月二六日厚生省令第二号）

この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。

附　則　（昭和五〇年九月三〇日厚生省令第三五号）

この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五一年八月二日厚生省令第三六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉

法施行規則（昭和二十三年厚生省令第十一号）第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則

（昭和二十五年厚生省令第十五号）別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則（昭和三十二

年厚生省令第八号）様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則（昭和四十七年厚生省令第五十三号）様式第二号の改

正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則（昭和三十八年厚生省令第四十六号）様式第三号及び様式第十四号の改正規定、

附則第二十四条中母子保健法施行規則（昭和四十年厚生省令第五十五号）様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十

月一日から施行する。

（国民健康保険被保険者証等の経過措置）

第十二条　昭和五十一年十月一日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書は、当分の間、こ

の省令による改正後の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書とみなす。

附　則　（昭和五三年八月三一日厚生省令第五七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附　則　（昭和五六年一一月二五日厚生省令第六六号）

この省令は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附　則　（昭和五七年八月二四日厚生省令第三七号）

この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

附　則　（昭和五八年二月一日厚生省令第五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第六条　この省令の施行の際現に提出されている継続給付申請書は、第八条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十八条第一

項の規定に基づき提出された特別療養給付申請書とみなす。

２　この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険被保険者証、継続療養証明書及び国民健康保険検査証は、それぞれ、第八条の規

定による改正後の様式による国民健康保険被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。

３　この省令の施行の際現にある国民健康保険被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附　則　（昭和五八年五月三〇日厚生省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五九年八月一四日厚生省令第四一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律（昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条ただし書に規定する部分を除く。）

の施行の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令

による改正後の様式による被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。

２　この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

（退職被保険者等証明書）

第三条　この省令の施行の際、退職被保険者等の属する世帯の世帯主に対し、この省令による改正後の様式第一の二による被保険者証を交

付しない市町村は、その世帯に属する退職被保険者等に係る別記様式による退職被保険者等証明書（以下「特例証」という。）を交付し

なければならない。
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第四条　前条の市町村が行う国民健康保険の退職被保険者等は、療養の給付又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、療養取扱

機関又は特定承認療養取扱機関に提出する被保険者証に、特例証を添えなければならない。

第五条　前条の退職被保険者等に係る第十五条第一項に規定する届書（第十条及び第十条の二の届書を除く。）には、当該届出に係る被保

険者証に加えて、当該届出に係る特例証を添えなければならない。

第六条　第六条第二項、第六条の二及び第七条の規定は、特例証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあ

るのは「退職被保険者等」と、これらの規定（第六条の二第一項第四号及び第七条第一項第三号を除く。）中「被保険者証」とあるのは

「特例証」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と、第六条

の二第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と読み替えるものと

する。
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別記様式（国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和五十九年厚生省令第四十一号）附則第三条関係）

別記様式(国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一

号)附則第三条関係) 

(表 面) 

  

  

  

  

  
国 民 健 康 保 険

退職被保険者等証明書 
  

交付年月日    年    月    日 

有効期間 年 月 日から 年 月 日まで 

記 号   番 号   

者
の
別 

被
扶
養 

本
人
・ 

氏 名 
男
女
別 

生 年 月 日 

本人

との

続柄 

退職被保

険者等該

当年月日 

保 険

者 印 

本

人 

  
男
・
女 

大 

昭 

平 

      

  
男
・
女 

大 

昭 

平 

      

  
男
・
女 

大 

昭 

平 

      

被

扶

養

者 

  
男
・
女 

大 

昭 

平 

      

  
男
・
女 

大 

昭 

平 

      

  
男
・
女 

大 

昭 

平 

      

険
者
の
名
称
及
び
印 

 

保
険
者
番
号
並
び
に
保 

  

一
部
負
担
金
の
割
合 

本 人 2 割 

                    

被

扶

養

者 

入

院 

2 割 

  入
院
外 

3 割 
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(裏 面) 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注

意

事

項 

一 

療
養
取
扱
機
関
等
に
つ
い
て
診
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
と
と
も
に
必

ず
こ
の
証
を
そ
の
窓
口
で
渡
し
て
く
だ
さ
い
。 

二 

診
療
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
次
の
区
分
に
応
じ
た
割
合
で
す
。 

 
 
 

イ 

本 
 

人 
 
 
 
 
 
 

二
割 

 
 
 

ロ 

被
扶
養
者 

 

入
院 

 
 

二
割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入
院
外 

 

三
割 

三 

有
効
期
限
を
経
過
し
た
と
き
は
、
こ
の
証
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
速
や
か
に
、
市
町
村
に

返
し
て
、
新
し
い
国
民
健
康
保
険
退
職
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。 

四 

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
つ
た
と
き
又
は
老
人
保
健
法
の
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
つ
た
と
き

は
、
直
ち
に
、
こ
の
証
を
市
町
村
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添

え
て
く
だ
さ
い
。 

五 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、
市
町
村
に

そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

六 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。 

  

  

 備考 この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。 
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附　則　（昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

（国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例）

第九条　この省令の施行後 初に委嘱される国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期は、この省令による改正後の国民健康保険

法施行規則第四十二条の五において準用する同令第三十七条の規定にかかわらず、昭和六十一年十一月十三日までとする。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第十条　この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険特別療養証明書は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則の様式

によるものとみなす。

附　則　（昭和六〇年二月二一日厚生省令第四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年三月一五日厚生省令第六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六〇年六月二九日厚生省令第二七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六一年三月七日厚生省令第六号）

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六一年三月二九日厚生省令第一七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十一年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

附　則　（昭和六一年一二月二七日厚生省令第六二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証

は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職

者医療検査証とみなす。

２　この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

３　保険者は、前項の規定によりこの省令の施行の際現にある被保険者証の用紙を使用する場合において、当該被保険者証が交付される世

帯主又は組合員に対しその者に係る被保険者資格証明書を交付するときは、当該被保険者証の「氏名」欄に当該世帯主又は組合員の氏名

を記載するほか、「世帯主には別証交付」又は「組合員には別証交付」と記載しなければならない。

附　則　（昭和六二年九月二五日厚生省令第三九号）

この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十二年十月一日）から施行する。

附　則　（昭和六三年三月三〇日厚生省令第二二号）

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年四月八日厚生省令第二九号）　抄

１　この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十三年七月一日）から施行する。

附　則　（昭和六三年六月一日厚生省令第四〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定は、この省令の施行の日（以下この条において「施行日」

という。）以降に行われる療養に係る療養費の支給申請について適用し、施行日前に行われた療養に係る療養費の支給申請については、

なお従前の例による。

第三条　この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改

正後の様式による被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証とみなす。

２　この省令の施行の際現にある被保険者資格証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附　則　（平成元年三月二四日厚生省令第一〇号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の際この省令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の

様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

４　この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当で

ないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附　則　（平成二年六月一五日厚生省令第三七号）

（施行期日等）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七

条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険検査

証とみなす。

附　則　（平成二年八月一日厚生省令第四七号）　抄

１　この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律（附則第一条ただし書に規定する部分を除く。）の施行の日（平成二年八月二十五日）

から施行する。

附　則　（平成三年三月二〇日厚生省令第一一号）
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この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附　則　（平成四年二月二九日厚生省令第二号）

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

附　則　（平成四年六月一七日厚生省令第三六号）

この省令は、厚生省組織令等の一部を改正する政令の施行の日（平成四年六月三十日）から施行する。

附　則　（平成六年三月三〇日厚生省令第二七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附　則　（平成六年八月一七日厚生省令第五一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は平成六年十月一日から施行する。

附　則　（平成六年九月九日厚生省令第五六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第

七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定（「福祉施設」を「福祉事業」に改め

る部分に限る。）、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規

定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六

条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定

（「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。）　平成七年四月一日

二　第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第

二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号（１）及び様式第十四号（２）の改正規定（「／

昭和／平成／」を「平成」に改める部分に限る。）並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条

の規定及び附則第二十三条の規定　公布の日

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第十五条　この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明

書、国民健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康保険特別療養証明書は当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則

（以下「新国保規則」という。）の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。

第十六条　平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例

によるものとする。

第十七条　改正法附則第十七条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の国民健康保険法施行規則

第二十七条の規定の例による。

第十八条　平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

（標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備）

第十九条　保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前におい

ても新国保規則第二十六条の二第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。

附　則　（平成六年一〇月一四日厚生省令第六七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求に

ついては、なお従前の例による。

附　則　（平成七年三月九日厚生省令第八号）

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附　則　（平成七年三月二八日厚生省令第一九号）

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附　則　（平成七年三月三一日厚生省令第二五号）　抄

第一条　この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年七月一日から施行する。

附　則　（平成七年六月二六日厚生省令第三八号）

この省令は、平成七年七月一日から施行する。

附　則　（平成八年三月三一日厚生省令第二二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附　則　（平成九年八月一四日厚生省令第六一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成九年九月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険医療保険カード及び国

民健康保険退職被保険者医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則（以下「新国保規則」という。）

の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成九年一二月二五日厚生省令第八九号）

１　この省令は、平成十年一月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第七による退職者医療検査証は、当

分の間、同条の規定による改正後の同令様式第七によるものとみなす。

附　則　（平成一〇年三月二四日厚生省令第二四号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、平成十年四月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の規定による高額療養費の

支給については、なお従前の例による。

２　旧総合病院については、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則（以下「旧国保法規則」という。）第二十七条の十六の

規定は、当分の間、なおその効力を有する。

附　則　（平成一〇年三月二七日厚生省令第三二号）

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年三月二七日厚生省令第三三号）

（施行期日）

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年六月一七日厚生省令第六三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十年七月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年七月二七日厚生省令第七一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十年八月一日から施行する。

（経過措置）

４　この省令の施行の際現に国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第二十七条第二項（同法第八十六条において準用する場合

を含む。）の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地に係る規約の変更（以下「国保組合等の規約変更」という。）

の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは

国民健康保険団体連合会は、国保組合等の規約変更の議決に係る同法第二十七条第四項（同法第八十六条において準用する場合を含む。）

の規定による届出を行ったものとみなす。

附　則　（平成一〇年九月二九日厚生省令第七八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十年十月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年一二月一八日厚生省令第九五号）　抄

１　この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年一二月二八日厚生省令第九九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一一年三月二五日厚生省令第二五号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一一年一一月一日厚生省令第九一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第十七条　第十五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則（次項において「旧国保規則」という。）の様式による国民健康保険被

保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則（次項において「新国保規

則」という。）の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、新国保規則の様式によ

るものとみなす。

附　則　（平成一二年三月二九日厚生省令第五二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第五条　この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、第七条の規定による改正後の国民健康保険

法施行規則の様式によるものとみなす。

（申請等に関する経過措置）

第六条　この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施

行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞ

れの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

２　この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、

この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対し

て届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞ

れの省令の規定を適用する。

附　則　（平成一二年三月三一日厚生省令第八〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

（様式に関する経過措置）

３　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後の様式によるものとみなす。

４　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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附　則　（平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第七条　第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書

は、当分の間、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成一三年二月一四日厚生労働省令第一二号）　抄

１　この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

５　保険者は、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則（以下「新国保規則」という。）第六条の規定にかかわらず、当分の

間、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第六条の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及

び国民健康保険資格証明書（以下「旧国保被保険者証」という。）を交付することができる。この場合において、旧国保被保険者証につ

いては、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

６　この省令の施行の際現に交付されている旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（平成一三年一一月七日厚生労働省令第二一〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号）

１　この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。

附　則　（平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則（以下「旧国保規則」という。）の様式による国民健康保険被保険者証は、

当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則（以下「新国保規則」という。）の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、これを取り

繕って使用することができる。

３　この省令の施行の際現に旧国保規則第一条第一号に該当している者（この省令の施行の日以後において、旧国保規則第一条第一号に該

当することとなる者を含む。）の国民健康保険の被保険者資格については、新国保規則第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（平成一五年三月三一日厚生労働省令第六三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　第二条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の

様式によるものとみなす。

附　則　（平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月二九日厚生労働省令第五五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年六月八日厚生労働省令第一〇三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年三月二四日厚生労働省令第四六号）

この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

附　則　（平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によ

るものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による被保険者資格証明書については、当分

の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成一八年四月一〇日厚生労働省令第一一一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年四月一二日厚生労働省令第一一二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
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（様式に関する経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものと

みなす。

附　則　（平成一八年五月二九日厚生労働省令第一二三号）

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険法施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

附　則　（平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第六条　第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、

国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受ける療養に係る国

民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）第二十九条の二第五項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は健

康保険法施行令（大正十五年勅令第二百四十三号）第四十二条第六項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る。）

、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるもの

とみなす。

２　第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用すること

ができる。

附　則　（平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号）

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附　則　（平成一九年二月二八日厚生労働省令第一六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年一〇月三一日厚生労働省令第一三四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第十四条までの規定は、公布の日から施行する。

（改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日）

第二条　国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。）附則第二条第一項の

厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。

（改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項）

第三条　第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則（以下「新国保規則」という。）第三十二条の十三の規定は、改正令附則第

二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

（改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法）

第四条　改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受ける

べき老齢等年金給付（健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。）第十三

条の規定による改正後の国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。）第七十六条の

三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。）の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額（当該額に一円未満の端数がある

ときは、これを四捨五入して得た額）とする。

（改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情）

第五条　新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。こ

の場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から

平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。

（改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額）

第六条　改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額

（当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。）を二で除して得た額とする。

（改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額）

第七条　改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降 初に支払われる老齢等年金給付に係る

同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。

（改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額）

第八条　改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降 初に支払われる老齢等年金給付に係る

健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「新介護保険法」という。）第百四

十条第一項（介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を

含む。）に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額

の見込額（当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村

（特別区を含む。以下同じ。）が定める額）とする。

（改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額）

第九条　改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額（当

該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額）と

する。

（平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更）

第十三条　市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うとき

に、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する

支払回数割保険料額の見込額（以下「支払回数割保険料額の見込額」という。）とすることが適当でないと認める特別の事情があるとき

は、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額（以下「平成二十年六月に変更する支

払回数割保険料額の見込額」という。）を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
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２　前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場

合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続（期日に関する部分を除く。）については、改正令附則第二条第六項において準用

する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。

一　特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二　仮徴収（準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。）に係る額を変更する旨及び平成

二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額

三　特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

３　新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十

二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の

二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十

六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）第二十四条

の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一

項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降 初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介

護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健

康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成十九年政令第三百二十四号）附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合

において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年

度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

第十四条　市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うとき

に、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険

料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支

払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市

町村が定める額（以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。）を同項に規定する支払に係る保険料額とす

ることができる。

２　前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場

合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続（期日に関する部分を除く。）については、改正令附則第二条第六項において準用

する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。

一　特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二　仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額

三　特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

３　新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十

二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の

二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十

六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）第二十四条

の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一

項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降 初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介

護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健

康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成十九年政令第三百二十四号）附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合

において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年

度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

附　則　（平成二〇年一月三一日厚生労働省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第十条　第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式（国民健康保険検査証を除く。）は、当分の間、同条の規定による改

正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用すること

ができる。

附　則　（平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年一二月一九日厚生労働省令第一七三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附　則　（平成二一年三月三一日厚生労働省令第八九号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条の七第二項及び第五条の九第一項の改正規定は、公布の日から施行

する。

（経過措置）

２　この省令による改正後の第三十二条の九第三項、第三十二条の九の二第三項及び第三十二条の十第三項の規定は平成二十一年度以後の

年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附　則　（平成二一年四月三〇日厚生労働省令第一〇八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　平成二十一年五月から九月までの間においては、国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十二条第一項第四号に掲

げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に
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国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第三項の限度額適用認定証又は同令第二十七条の十四の四第二項の限度額適用・標準負担

額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた

者については、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けている

ものとみなす。

附　則　（平成二一年九月三〇日厚生労働省令第一四二号）

この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月四日厚生労働省令第一五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附　則　（平成二二年五月一二日厚生労働省令第七〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法

施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二二年五月一九日厚生労働省令第七一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第

一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。

附　則　（平成二二年一二月一七日厚生労働省令第一二七号）

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附　則　（平成二三年三月二九日厚生労働省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年七月二二日厚生労働省令第九〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年一一月一五日厚生労働省令第一三五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法

施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二四年一月一三日厚生労働省令第二号）

この省令は、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日（平成二十四年一月十三日）から施行する。

附　則　（平成二四年一月二〇日厚生労働省令第七号）

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一

部を改正する等の法律の施行の日（平成二十四年七月九日）から施行する。

附　則　（平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年七月九日厚生労働省令第一〇三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号）

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年三月二八日厚生労働省令第四〇号）

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年三月三〇日厚生労働省令第五〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年四月一二日厚生労働省令第五九号）

この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日（平成二十五年四月十三日）から施行する。

附　則　（平成二六年一二月一五日厚生労働省令第一三七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、国民健康保険法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国

民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則（以下「新国

保規則」という。）様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険法施行規則様式第一号の九による国民健康保

険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた
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場合の当該療養を受けた者については、新国保規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみな

す。

２　この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の六による国民健康保険標準負担額減額

認定証及び同令様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二七年六月二三日厚生労働省令第一一四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号利用法」という。）の施行の

日（平成二十七年十月五日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三

十八条までの規定　番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年一月一日）

二及び三　略

四　第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定　平成二十九年七月一日

附　則　（平成二八年二月四日厚生労働省令第一三号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第三条中国民健康保険法施行規則第二十八条の二の改正規定は、公布の日

から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三号）　抄

この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規

定の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則（次項において「旧国保規則」という。）の様式による国民健康保険生活療

養標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式に

よるものとみなす。

２　旧国保規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年三月三一日厚生労働省令第四一号）

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

附　則　（平成二九年三月三一日厚生労働省令第五二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年三月三一日厚生労働省令第五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

（健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規

則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に

基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二九年七月三一日厚生労働省令第八六号）

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年三月一六日厚生労働省令第二四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式により使用されている書類（国民健康保

険検査証を除く。）は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用すること

ができる。

附　則　（平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年七月三〇日厚生労働省令第九七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

（国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則（次項及び第三項において「旧令」という。）

の様式により使用されている書類（国民健康保険検査証を除く。）は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の

様式によるものとみなす。

２　旧令様式第四による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

３　旧令第七条の四第一項ただし書の適用については、当分の間、なお従前の例による。
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附　則　（平成三〇年一〇月一一日厚生労働省令第一二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年五月七日厚生労働省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

２　旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年九月三〇日厚生労働省令第五五号）

この省令は、令和元年十月一日から施行する。

附　則　（令和元年九月三〇日厚生労働省令第五八号）

この省令は、令和元年十月一日から施行する。

附　則　（令和元年一〇月二八日厚生労働省令第六五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年法律第九号）附則

第一条第四号の政令で定める日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

２　旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第十六号）の施行の日（令和元年十二月

十六日）から施行する。

附　則　（令和二年三月二五日厚生労働省令第三九号）　抄

１　この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附　則　（令和二年九月二五日厚生労働省令第一六一号）

この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附　則　（令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附　則　（令和二年一二月九日厚生労働省令第一九九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年一月二九日厚生労働省令第一六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年三月一七日厚生労働省令第四九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年六月一八日厚生労働省令第一〇七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年八月三一日厚生労働省令第一四六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年一〇月一五日厚生労働省令第一七二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年一一月一九日厚生労働省令第一八一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年一月一日から施行する。

附　則　（令和三年一二月一〇日厚生労働省令第一九一号）

この省令は、令和四年一月一日から施行する。

附　則　（令和四年三月四日厚生労働省令第三〇号）

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附　則　（令和四年三月二九日厚生労働省令第四六号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年四月一日から施行する。

（経過措置）

第三条　次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者（国民健康保険法（昭和三十三年法

律第百九十二号）第七十六条の四において準用する介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百三十四条第一項、介護保険法第百三十

一条及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。）については、

当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。

一　国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付　第四条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第三十二条

の十四

附　則　（令和四年三月三一日厚生労働省令第五六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第五条　市町村（特別区を含む。次条及び附則第七条において同じ。）又は国民健康保険組合は、第四条の規定による改正後の国民健康保

険法施行規則（以下この項及び次項において「新国保則」という。）の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の国民健

康保険法施行規則様式第一号の四から第一号の五の二までによる国民健康保険高齢受給者証、様式第一号の五の三による特定同一世帯所

属者証明書、様式第一号の六及び第一号の六の二による国民健康保険食事療養減額認定証、様式第一号の六の三及び第一号の六の四によ

る国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、様式第一号の七及び第一号の七の二による国民健康保険特定疾病療養受療証、様式第一

号の八から第一号の八の四までによる国民健康保険限度額適用認定証並びに様式第一号の九及び第一号の九の二による国民健康保険限度

額適用・標準負担額減額認定証（以下この条において「旧国民健康保険高齢受給者証等」という。）を交付することができる。この場合

において、旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

２　この省令の施行の際現に交付されている旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

３　この省令の施行の際現にある旧国民健康保険高齢受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和四年一二月九日厚生労働省令第一六五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（以下この項及び附則第五項において

「改正法」という。）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附　則　（令和五年一月二〇日厚生労働省令第九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附　則　（令和五年五月三一日厚生労働省令第八一号）

この省令は、令和五年六月一日から施行する。

附　則　（令和五年七月二〇日厚生労働省令第九五号）

この省令は、令和六年一月一日から施行する。

附　則　（令和五年一一月一三日厚生労働省令第一三九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年一一月三〇日厚生労働省令第一四八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

（被保険者資格等の確認に係る経過措置）

第二条　療養又は指定訪問看護（健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第七十

八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。）を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の

健康保険法施行規則第五十三条（同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。）、第二条の規定による改正前の船員保険法

施行規則第四十二条第一項（同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。）、第三条の規定による改正前の国民健康保険法

施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、

第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号（同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。）

、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号（同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含

む。）、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療

の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができ

る。

附　則　（令和六年一月一七日厚生労働省令第四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和六年四月一日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和六年一月一七日厚生労働省令第五号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附　則　（令和六年二月二日厚生労働省令第二四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、令和六年三月一日から施行する。

附　則　（令和六年三月二七日厚生労働省令第五六号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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附　則　（令和六年三月二八日厚生労働省令第五八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和六年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるもの

とみなす。

２　この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。

附　則　（令和六年三月二九日厚生労働省令第六〇号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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様式第一号（第六条関係）
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様式第一号の二（第六条関係）

様式第一号の二(第六条関係) 

(表 面) 

国 民 健 康 保 険 

被 保 険 者 証 
有効期限  年  月  日    

 

     記 号                  番 号     (枝番) 

     氏 名                  性 別 

     生 年 月 日               年  月  日 

     資格取得年月日               年  月  日 

     交 付 年 月 日               年  月  日 

     組合員氏名 

     住 所 

     保険者番号               

     保 険 者 名                        印 

(裏 面) 

  

備 考   
  

  
  ※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができ

ます。記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。 

  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 《1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》 

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】  

 〔特記欄：                           〕 

 署名年月日：    年   月   日 

 本人署名(自筆)：             家族署名(自筆)：          

じん すい 
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備考 1．プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐え得るものとする。 

   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．一部負担金の割合を減じている組合については、表面に「一部負担金の割合」欄

を設け、その一部負担割合を表示する。 

   4．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は

調整を加えることができる。 

   5．被保険者等に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 被保険者証の交付を受けたときは、大切に保管すること。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格

確認を受けるか、被保険者証を(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の

初日である場合はその月)以後の場合は被保険者証に高齢受給者証を添えて)提

出すること。 

    (3) 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後

の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費

用を除く。)の2割であること。また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が

月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に示す割合であるこ

と。 

    (4) 被保険者の資格を喪失したときには、直ちに被保険者証を組合に返還するこ

と。また、転出の届出をする際には、被保険者証を添えること。 

    (5) 被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者証を添

えて、組合にその旨を届け出ること。 

    (6) 有効期限を経過したときは、被保険者証を使用することはできないこと。ま

た、有効期限を経過した被保険者証を使用して保険給付を受けた場合は、保険

給付費の返還を求める場合があること。 

    (7) 検認又は更新のため、組合に被保険者証の提出を求められたときは、速やか

に、組合に提出すること。 

    (8) 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受

けることがあること。 

    (9) 特別の事情がないのに保険料を滞納した場合、被保険者証を返還していただ

くことがあること。また、特別の事情がないのに納期限から1年間経過しても保

険料を滞納している場合、被保険者証を返還していただくこと。 
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様式第一号の二の二（第六条関係）

様式第一号の二の二(第六条関係) 

(表 面) 

○ ○ 都 道 府 県 

国 民 健 康 保 険 

被 保 険 者 証 

兼 高 齢 受 給 者 証 

有効期限  年  月  日 

発効期日  年  月  日 

 

     記 号                 番 号         (枝番) 

     氏 名                 性 別 

     生 年 月 日       年  月  日   負担割合  割 

     適用開始年月日       年  月  日 

     交 付 年 月 日       年  月  日 

     世帯主氏名 

     住 所 

     保険者番号               

     交 付 者 名                        印 

(裏 面) 

  

備 考   
  

  
  ※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができ

ます。記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。 

  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 《1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》 

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】 

 〔特記欄：                       〕 

 署名年月日：   年  月  日 

 本人署名(自筆)：          家族署名(自筆)：         

じん すい 
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備考 1．プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐え得るものとする。 

   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．一部負担金の割合を減じている市町村については、表面の「負担割合」欄にその

一部負担割合を表示する。 

   4．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は

調整を加えることができる。 

   5．被保険者等に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 被保険者証の交付を受けたときは、大切に保管すること。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格

確認を受けるか、被保険者証を提出すること。 

    (3) 診療を受けるときに支払う金額は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要

する費用を除く。)に表面に示す割合を乗じた額であること。 

    (4) 被保険者の資格を喪失したときには、直ちに被保険者証を市町村に返還する

こと。また、転出の届出をする際には、被保険者証を添えること。 

    (5) 被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者証を添

えて、市町村にその旨を届け出ること。 

    (6) 有効期限を経過したときは、被保険者証を使用することはできないこと。ま

た、有効期限を経過した被保険者証を使用して保険給付を受けた場合は、保険

給付費の返還を求める場合があること。 

    (7) 検認又は更新のため、市町村に被保険者証の提出を求められたときは、速や

かに、市町村に提出すること。 

    (8) 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受

けることがあること。 

    (9) 特別の事情がないのに保険料(税)を滞納した場合、被保険者証を返還してい

ただくことがあること。また、特別の事情がないのに納期限から1年間経過して

も保険料(税)を滞納している場合、被保険者証を返還していただくこと。 
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様式第一号の二の三（第六条関係）
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様式第一号の三（第六条関係）

様式第一号の三(第六条関係) 

                (裏面)                                (表面) 

      

  

注意事項 

 この証で診療を受けるときは、診療費用の全額を支払ってください。 

 

備 考 

  

  ○○都道府県国民健康保険 

被保険者資格証明書 

  

有 効 期 限  年  月  日まで 

交付年月日  年  月  日交付 

      
記号   番 号         (枝番) 

世
帯
主 

住 所 
  

  

  
※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表
示することができます。記入する場合は、1から3までのいずれ
かの番号を○で囲んでください。 

  氏 名 

  男
・
女 

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に
臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 
 3．私は、臓器を提供しません。 
 《1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてく

ださい。》 
【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】  

 〔特記欄：                      〕 
 署名年月日：  年  月  日 
 本人署名(自筆)：       家族署名(自筆)：        

被
保
険
者 

氏 名 

  男
・
女 

生 年 月 日 
年  月  日 

交
付
者 

保険者番号

並びに交付

者の名称及

び印 

  

                    

  

  
備 考 
1．大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。 
2．必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができること。 
3．別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略することができる。 
4．被保険者等に次に掲げる事項を周知するものとする。 
 (1) 滞納している保険料(税)を納付したときは、被保険者証が交付されること。 
 (2) 災害等の特別な事情が生じたときや、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の自立支援医療等の公費負担医療を受けるこ

とができるに至ったときは、速やかに申し出ること。 
 (3) 被保険者の資格を喪失したときは、直ちに、被保険者資格証明書を市町村に返還すること。また、転出の届出をする際には、被保険者資格証明書

を添えること。 
 (4) 被保険者資格証明書の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者資格証明書を添えて、市町村にその旨を届け出ること。 
 (5) 有効期限を経過したときは、被保険者資格証明書を使用することはできないこと。 
 (6) 検認又は更新のため、市町村に被保険者資格証明書の提出を求められたときは、速やかに、市町村に提出すること。 
 (7) 不正に被保険者資格証明書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。 
 (8) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を渡してください。 

じん すい 
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様式第一号の三の二（第六条関係）

様式第一号の三の二(第六条関係) 

                (裏面)                                (表面) 

      

  

注意事項 

 この証で診療を受けるときは、診療費用の全額を支払ってください。 
 

備 考 

  

  国民健康保険被保険者資格証明書   

有 効 期 限  年  月  日まで 

交付年月日  年  月  日交付 

      
記号   番 号 (枝番)     

組
合
員 

住 所 
  

  

  
※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表
示することができます。記入する場合は、1から3までのいずれ
かの番号を○で囲んでください。 

  氏 名 

  男
・
女 

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に
臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 
 3．私は、臓器を提供しません。 
 《1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてく

ださい。》 
【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】  

 〔特記欄：                      〕 
 署名年月日：  年  月  日 
 本人署名(自筆)：       家族署名(自筆)：        

被
保
険
者 

氏 名 

  男
・
女 

生 年 月 日 
年  月  日 

保
険
者 

保険者番号

並びに保険

者の名称及

び印 

  

                    

  

  
備 考 
1．大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。 
2．必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができること。 
3．別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略することができる。 
4．被保険者等に次に掲げる事項を周知するものとする。 
 (1) 滞納している保険料を納付したときは、被保険者証が交付されること。 
 (2) 災害等の特別な事情が生じたときや、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の自立支援医療等の公費負担医療を受けるこ

とができるに至ったときは、速やかに申し出ること。 
 (3) 被保険者の資格を喪失したときは、直ちに、被保険者資格証明書を組合に返還すること。 
 (4) 被保険者資格証明書の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者資格証明書を添えて、組合にその旨を届け出ること。 
 (5) 有効期限を経過したときは、被保険者資格証明書を使用することはできないこと。 
 (6) 検認又は更新のため、組合に被保険者証資格証明書の提出を求められたときは、速やかに、組合に提出すること。 
 (7) 不正に被保険者資格証明書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。 
 (8) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を渡してください。 

じん すい 
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様式第一号の四（第七条の四関係）
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様式第一号の四の二（第七条の四関係）
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様式第一号の五（第七条の四関係）
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様式第一号の五の二（第七条の四関係）
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様式第一号の五の三（第十二条の二関係）

 

63



様式第一号の六（第二十六条の三関係）
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様式第一号の六の二（第二十六条の三関係）
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様式第一号の六の三（第二十六条の六の四関係）
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様式第一号の六の四（第二十六条の六の四関係）
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様式第一号の七（第二十七条の十三関係）
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様式第一号の七の二（第二十七条の十三関係）
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様式第一号の八（第二十七条の十四の二関係）
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様式第一号の八の二（第二十七条の十四の二関係）
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様式第一号の八の三（第二十七条の十四の四関係）
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様式第一号の八の四（第二十七条の十四の四関係）
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様式第一号の九（第二十七条の十四の五関係）
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様式第一号の九の二（第二十七条の十四の五関係）
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様式第二（第二十八条関係）
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様式第二の二（第二十八条関係）
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様式第三（第四十四条関係）

様式第三(第四十四条関係) 

(表 面) 

 支給について準用する。(後略) 

 (入院時生活療養費) 

第五十二条の二 (略) 

2 (略) 

3 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条、

第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで、第四十五条の二及

び前条第三項から第五項までの規定は、保険医療機関について受け

た生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用

する。(後略) 

 (保険外併用療養費) 

第五十三条 (略) 

2 (略) 

3 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条、

第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで、第四十五条の二及

び第五十二条第三項から第五項までの規定は、保険医療機関等につ

いて受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴

う保険外併用療養費の支給について準用する。(後略) 

4 (略) 

 (特別療養費) 

第五十四条の三 (略) 

2 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条、

第四十一条、第四十五条第三項、第四十五条の二、第五十二条第五

項、第五十三条第二項、第五十四条の二第三項、第八項及び第十項、

第五十四条の二の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定

訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに

伴う特別療養費の支給について準用する。(後略) 

3～5 (略) 

 

 

 

 

 

国 民 健 康 保 険 検 査 証 

 

〔法第四十五条の二関係〕 

  

写

真 

  

 

 

 

   官職又は職名 

 

   氏 名 

(  年  月  日生)  
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(裏 面) 

第     号 

       令和  年  月  日交付 

国 民 健 康 保 険 法 (抄) 

 (保険医療機関等の報告等) 

第四十五条の二 厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関

して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療

機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業

者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)

に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示

を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬

剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求

め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機

関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査さ

せることができる。 

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があると

きは、これを提示しなければならない。 

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

4・5 (略) 

 (入院時食事療養費) 

第五十二条 (略) 

2～5 (略) 

6 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第

四十条、第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで

及び第四十五条の二の規定は、保険医療機関について受

け た 食 事 療 養 及 び こ れ に 伴 う 入 院 時 食 事 療 養 費 の  

  
厚生労働大

臣、地方厚

生局長、地

方厚生支局

長又は都道

府県知事印 

  

  

 備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折りにすること。 
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様式第三の二（第四十四条関係）

 

様式第三の二(第四十四条関係) 

(表 面) 

 四十条、第四十一条、第四十五条第三項、第四十五条の二、第五十

二条第五項、第五十三条第二項、第五十四条の二第三項、第八項及

び第十項、第五十四条の二の二並びに前条の規定は、保険医療機関

等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養

及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。(後略) 

3～5 (略) 

 

 

国 民 健 康 保 険 検 査 証 

 

〔法第五十四条の二の三関係〕 

  

写

真 

  

 

 

 

   官職又は職名 

 

   氏 名 

 

(  年  月  日生)  
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(裏 面) 

第     号 

       令和  年  月  日交付 

国 民 健 康 保 険 法 (抄) 

 (報告等) 

第五十四条の二の三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療

養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業

者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事

業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指

定訪問看護事業者であつた者等」という｡)に対し報告若しくは帳簿

書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該

指定に係る事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者で

あつた者等を含む｡)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対

して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る

事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

2 第四十五条の二第二項の規定は、前項の規定による質問又は検査

について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について準

用する。 

3 (略) 

 (特別療養費) 

第五十四条の三 (略) 

2 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第 

  
厚生労働大

臣、地方厚

生局長、地

方厚生支局

長又は都道

府県知事印 

  

  

 備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折りにすること。 
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様式第四（第四十四条関係）

様式第四(第四十四条関係) 

(表 面) 

   

 

国 民 健 康 保 険 検 査 証 

 

(法第百六条関係) 

  

写

真 

  

 

 

 

   官職又は職名 

 

   氏 名 

 

 

(  年  月  日生)  
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(裏 面) 

第     号 

 令和 年 月 日交付 

国民健康保険法(抄) 

 (報告の徴収等) 

第百六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者について、必

要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を

徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 

 一 厚生労働大臣 都道府県若しくは市町村若しくは組合又は連

合会 

 二 都道府県知事 当該都道府県知事が統括する都道府県区域内

の市町村若しくは組合又は連合会 

2 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その

身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、こ

れを提示しなければならない。 

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

第百二十五条 組合又は連合会が、(省略)第百六条第一項の規定によ

る報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽

の報告をし、又は第百八条第一項の規定による命令に違反したとき

は、その役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。 

  
厚生労働大

臣、地方厚

生局長、地

方厚生支局

長又は都道

府県知事印 

  

  

 備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 
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様式第四の二（第四十四条関係）

様式第四の二(第四十四条関係) 

(表 面) 

5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合にお
いて、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行
為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、
当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されること
を確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができ
る。 

6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従
わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべき
ことを命ずることができる。 

 
 (報告及び検査) 
第百十一条の三 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定によ
る措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範
囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると
認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告
を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つ
て質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることがで
きる。 

2 第四十五条の二第二項の規定は、前項の規定による質問又は検査に
ついて、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について、そ
れぞれ準用する。 

 
第百二十二条の二 正当な理由なしに第百十一条の三第一項の規定に
よる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚
偽の答弁をし、若しくは正当な理由なしに同項の規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 

 

 

 

 

国 民 健 康 保 険 検 査 証 

 

 

 

(法第百十一条の三関係) 

 

 

 

  

写

真 

  

 

 

  官職又は職名 

  氏 名 

           (  年  月  日生) 
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(裏 面) 

 

第     号 

 

 

 

  令和  年  月  日交付 

 

 

 

 

国民健康保険法(抄) 

 (被保険者記号・番号等の利用制限等) 

第百十一条の二 (略) 

2 (略) 

3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、

その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契

約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又

はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者

に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。 

 一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者記号・

番号等を告知することを求めるとき。 

 二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定

める場合に、被保険者記号・番号等を告知することを求めるとき。 

4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者記号・番号等

の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者記号・番

号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用

いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)

であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されるこ

とが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」

という。)を構成してはならない。 

 一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベー

スを構成するとき。 

 二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で

定める場合に、提供データベースを構成するとき。 

  

厚生労働大臣印 

  

  

備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 
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様式第五（第四十四条関係）

様式第五(第四十四条関係) 

(表 面) 

3 (省略) 

4 地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前三項の規定による過

料の処分を受けた者について準用する。 

 

 

国 民 健 康 保 険 検 査 証 

 

(法第百十三条関係) 

  

写

真 

  

 

 

 

   官職又は職名 

 

   氏 名 

 

 

(  年  月  日生)  
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(裏 面) 

第     号 

    年 月 日交付 

国民健康保険法(抄) 

 (文書の提出等) 

第百十三条 市町村及び組合は、被保険者の資格、保険給付及び保険

料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世

帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物

件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることがで

きる。 

第百二十七条 市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第九項の規

定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項

若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれ

に応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けること

ができる。 

2 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由な

しに、第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提

示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質

問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以

下の過料を科する規定を設けることができる。 

  

交 付 者

印 

  

  

 備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 
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様式第六（第四十四条関係）

様式第六(第四十四条関係) 

(表 面) 

第百二十三条 被保険者又は被保険者であつた者が、第百十四条第二

項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、

又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由な

しに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の

罰金に処する。 

第百二十四条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又は

これを使用する者が、第百十四条第一項の規定により報告若しくは

診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なし

にこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対し

て、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、

十万円以下の過料に処する。 

 

 

 

国 民 健 康 保 険 検 査 証 

 

(法第百十四条関係) 

 

  

写

真 

  

 

 

 

   官職又は職名 

 

   氏 名 

 

 

(  年  月  日生)  
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(裏 面) 

第     号 

 令和 年 月 日交付 

国民健康保険法(抄) 

 (診療録の提示等) 

第百十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して必

要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を

行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支

給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の

提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、

療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用

療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険

者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食事

療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若

しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容

に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

 (準用規定) 

第百十五条 第百六条第二項の規定は、前二条の規定による質問につ

いて、第百六条第三項の規定は、前二条の規定による権限について

準用する。 

  
厚生労働大

臣、地方厚

生局長、地

方厚生支局

長又は都道

府県知事印 

  

  

 備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 
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